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平成21年5月より6日本鉄筋継手協会会長に就任しました。本務は埼玉大学大学院

理工学研究科　環境科学・社会基盤部門に所属しており，建設材料，鉄筋コンクリー

トの教育・研究に携わっています。

鉄筋コンクリート構造物に用いる鉄筋継手には，重ね継手，ガス圧接継手，溶接継

手，機械式継手があります。この中で，継手工事として用いられるのは，ガス圧接継

手，溶接継手，機械式継手で，このうち，ガス圧接継手が最も歴史が古く昭和25年に

鉄道のレールの継手工法として開発され，昭和28年から建設工事にも利用されるよう

になりました。当協会は日本圧接協会として昭和38年に設立され，同年，手動ガス圧

接技量認定制度が発足しました。昭和52年には，超音波深傷検査技術者技量資格を制

度化し，昭和53年に自動ガス圧接装置取扱者の技量検定規定を制定しました。さらに，

平成4年に圧接管理技士制度，平成9年に優良圧接会社認定制度，平成12年に検査事業

者認定制度，平成16年にA級継手圧接施工会社認定制度，平成17年には天然ガス圧接

資格者およびA級継手天然ガス圧接施工会社認定制度を発足させるとともに，その間，

「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」を刊行し，土木・建築業界に多大な貢献をしてまい

りました。

平成11年の定款の改正により，ガス圧接だけではなく，その他の継手についても調

査研究，認定・認証などの事業を行うことができるようになりました。平成20年に，

圧接継手，機械式継手，溶接継手すべてを包含した6日本鉄筋継手協会となり，名実

ともに重ね継手を除く鉄筋継手全てを管轄する日本鉄筋継手協会となりました。すな

わち，重ね継手以外の鉄筋継手工法はすべて横並びとなり，継手技量者の技量認定を

はじめ，継手施工の管理も同一の基準で行うことができるようになりました。本協会

は，我が国で鉄筋継手の情報を管理する唯一の機関として，全ての鉄筋継手の品質向

上に総括的に取り組んでおります。

最近の芳しくない経済状況の影響を受けて，建設業界もここ数年低迷している状態

です。このような時こそ，鉄筋継手の重要性を再認識し，品質の高い信頼出来る継手

を社会に提供できる体制を確立しておくことが必要です。建設関連分野の方々のご協

力を切にお願いする次第です。

社団法人日本鉄筋継手協会会長　　 睦好宏史
（埼玉大学大学院理工学研究科 教授）



LEDが住まいにおける照明光源として本格的に登場した
のは，2008年4月に発刊された国内の照明器具メーカーのカ
タログからです。
その背景には，1997年のCOP3〔地球環境問題・締約国会

議〕における京都議定書の公約であるCO２を主とした，温
室効果ガス削減の具体的な取り組み年度のスタートと時期
が重なっています。
地球規模の国際的な温暖化対策について，民間の住宅産

業界においても本格的に取り組むことが要請された背景に
は，LEDが住宅用の照明光源として従来の光源（白熱電球
や蛍光灯）に十分対応できるまでのレベルに到達したこと
が大きく影響しています。
その前提としては，住宅や商業施設に要求される透明の

光（白色光）が，青色LEDの開発によって作り出すことが可
能になったことがあげられます。
しかしながら，住宅や商業施設という生活の場における，

光りに対する人間の感性は非常に高く，人工的に単に透明
の光（白色光）が登場したレベルでは満足できないのが実情
でした。
さて，その透明の光のレベルを決める要素とは一般的に

は次の3つの視点といえます。
①光りの量…従来光源と比較して，可視光線を出すランプ

としてのパワー。
②光りの色…白熱電球や蛍光灯の持っている色味を表現し

ていること。
③光りの質…物が持つ色を再現する力（演色性）があること。

白色光を作り出す基本原理は，光りの加法混色です（図1）。
3原色である赤・緑・青の光を混ぜ合わせると白色光（透

明）になる原理を応用し，青色LEDを基本に黄色蛍光体を
混ぜ合わせるタイプ（図2）と，青色LEDを基本に赤色蛍光
体と緑色蛍光体を混ぜ合わせるタイプ（図3）が白色光を作

る基本的な方法です。
しかしながら，この2つのタイプは表1のようなメリット

とデメリットがあります。

2. 白色光とLED光源について

1. はじめに
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LED光源の特性と
住まいの照明計画のポイント

寄寄稿稿

図1 光りの三原色と加法混色

図2 青色LED＋黄色蛍光体

白色発光�

コイズミ照明株式会社　人材能力開発室長　　松田清孝

　  タイプ�
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演色性〔平均〕�
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図2　黄色タイプ�
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図3　赤色＋緑色タイプ�
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表1 白色光の比較

図3 青色LED＋赤緑色蛍光体

白色発光�



LED光源は従来の光源に比べて，基本的に次のような特
性があります。

①消費電力が少ない
②寿命が長い
③紫外線や赤外線をほとんど出さない
④指向性が強い

ではそれぞれの特性を，照明光源として選択される要素
と関連して説明します。

①消費電力が少ない（表2）

電気エネルギーを光エネルギーに変換することが光源と
しての役割です。その効率はいかに少ない消費電力で多く
の光を生み出すかにあります。
LED光源は他の光源と比較して次のような効率を持って

います。
選択される要素：消費電力量が少ないので電気代の支払

いが少なくて済みます。
②寿命が長い（表3）

LEDランプの定格寿命は（表3）のとおりです。例えば，
1日10時間，365日点灯しても10年以上の寿命が保たれるこ
とになり，経済的といえます。
選択される要素：寿命が長いのでランプ交換の費用が節

約できます。
③紫外線や赤外線の波長域の光を発生しない

LED光源から発する光りの波長域は，380～750nm（ナノ
メーター）の範囲（図4）ですから，熱である赤外線や，劣
化の原因となる紫外線は発生しません。

選択される要素：熱の影響を受ける素材や，紫外線の影
響で劣化するような素材に対して最適
な光源として採用できます。住宅空間
でのニッチ照明（写真1）や物販店舗で
の商品照明に特に利用できます。

④指向性が強い

LEDの発光角度は，白熱電球や蛍光灯に比較して発光す
る角度が狭くなっています。
一定の方向に対して光を集約して照射する場合は効果が

大きい光源です。
光源自体はコンパクトですから，照明器具に装填しても効

率良く光りのポイントを作り出すことができます。写真2，3
の事例写真にあるように，インパクトのある照射効果を得
ることができます。
選択される要素：空間に強い光をためることができるの

で周囲とのメリハリが演出できます。

3. LED光源の特性について
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光源�

Lｍ／W

Lｍ／W：消費電力あたり可視光線の量　＊数値は当社採用データ�

白熱電球�
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LED�
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一般蛍光灯�
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表2 電気エネルギー1Wで発生する可視光線の量
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表3 ランプの定格寿命
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写真2 LEDダウンライト使用例
（中角配光による照射）

写真3 LEDペンダント使用例
（中角配光による照射）



住生活空間における照明計画の基本的な視点は次の3つの
視点で考えることが大切です。

（1）環境に配慮すること

①省エネルギーの視点（表4）

この視点は，照明光源としての省エネルギーのメリット
を有しているかの視点で先ず検討します。少ない電力消費
量で多くの光を作り出す器具を採用することは，大きくは
地球環境に配慮する視点といえます。照明学会の推奨する
住宅照明設計基準書にも第一の優先課題として規定されて
います。
②視環境の視点

この視点は，照明計画の質を考えた視点です。照明光源
や器具が生み出す光の質や量，方向（反射・透過）に対して，
その空間で暮らす人から見て，快適であるかどうかの視点
を考えます。
極端にまぶしい光が目に入ったり，不要な光が存在する

ことで人は不快に感じます。また，必要な光が不足すると
不快になることもあります。特にLEDは小さな光源の割に
は強い光を発しますので，慎重に採用しなければなりませ
ん。
さらに，光源の問題に加えて，照明器具設計にも配慮し

ているかどうかがチッェクポイントとなります。

（2）空間目的に配慮すること

住まいの中では，食べる，寝る，勉強する，身づくろい
をする，会話する，視聴するなど様々な行動をしています。
その行動に合わせて照明計画を進めることができれば，目
的に合った快適な空間が出来上がることになります。トイ
レ，洗面など特定の目的で利用される空間は，単一の照明
計画（一室一灯）でも支障は少ないのですが，リビングや寝
室となると単一の照明計画では充分に快適な空間を作るこ
とが難しくなります。
そこで推奨するのが一室多灯（多灯分散）の照明計画です。

様々な光源や器具を用いて，その強さ，色味，方向や位
置に変化をつけることで空間での行動に沿った光の演出が
可能になります。

（3）経済性に配慮すること

照明計画を実施する際に配慮する視点として，経済性が
あります。
照明器具のコストには，器具そのもののコスト＝イニシ

ャルコストと器具を使用することで生ずる電気代とランプ
の交換コストがあります。使用する人の負担を考えること
が光原や照明器具を選ぶ時に重要になります。
では，LED光源やLED照明器具が以上の3つの視点をすべ

て満足するのでしょうか。
それぞれの光源の特性を比較してみると表5のようになり

ます。

このような比較の視点を見ますと，それぞれの光源の特
性を活かした照明計画を考えることが最適な計画であると
いえます。当社では，蛍光灯の均一性，LEDの省エネ性，
白熱の普遍性を基本に，蛍光灯6：LED3：白熱1のバランス
で照明計画を考えることを推奨しています。このバランス
は，光りの配置バランス，演出効果バランス，経済性のバ
ランスを考慮したものといえます。

照明を導入する際の基本となるポイントは，照明器具や
光源を選ぶ前に，①その空間や部位の目的は何か，②その
目的を効果的に達成するあかりの要素は何か，③その要素
を満たす器具や光源は何が最適か，となります。
照度や演色性は，②の要素が選択基準の1つであると考え

ます。

4. 住まいの証明として導入するポイント
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表5 LED、蛍光灯、白熱電球の特性



さて，2008年度より各照明器具メーカーが一斉に発売を
開始した住宅向けLED照明器具ですが，新しい光源の登場
への戸惑いは製造者，流通業者，施工業者，そして利用者
それぞれに起きています。
そのような実態が発生する要因として

①LED光源のバラツキがある（パワー・演色性・色温度）
②照明器具メーカーの開発方針が会社ごとに違っている
（機能・価格・意匠展開）
③照明器具工業会の基準の未設定
④電気用品安全法の品目指定が未整備
⑤海外メーカーの市場への乱入
などが挙げられます。
まさに，導入期（2007年～2009年）の混乱の最中にいるこ

とになります。
では，いつ頃までにこの混乱が収束するのでしょうか。
業界の予測（期待）としては，2012年度を迎える時点で．

LEDの照明光源としての信頼性，均一性，安定性が確立で
きるのではないかと考えています。

今から2年余りの時間がLED照明器具の淘汰にかかる時間
ということです。
だからといって，それまでLED光源の製造や使用を控え

ることが良いということではありません。LEDの光源や器
具の特性を活かして，使える所から使って下さい。

演色性を特に重視した器具開発をしているメーカーや，
調光による変化を重要視したメーカーもあります。さらに，
総合メーカーではLEDランプの発売を開始しています。
先行して使用して頂ければ，そのメリットをいち早く享

受できることになります。新しい物好きになって下さい。

5. これからのLED照明について

9&建材試験センター　建材試験情報 2 ’10

写真4 LED照明、蛍光灯照明、白熱照明を組合せた事例〔当社カタログより〕

照度高く�

・屋外景観のあかり�
　エクステリアに美点を作る�

演色性考慮なし�

・安心のあかり�
　屋外照明･防犯照明�
・安全のあかり�
　階段、通路のあかり�

・入眠のあかり⇒健全な眠りの環境�
・くつろぎのあかり⇒あかりでリラックス�
　　部位＝寝室・シアター�

・食事のあかり　⇒おいしく見せる�
・お化粧のあかり⇒キチンと見せる�
・ニッチのあかり⇒きれいに見せる�
　　部位＝洗面･ダイニング･ニッチ�

演色性考慮�

照度低く�

プロフィール

松田清孝（まつだ・きよたか）
コイズミ照明株式会社　経営管理本部

人材能力開発室　　室長

職歴：照明営業を経て照明関連セミナーの
企画、講師歴任（継続中）

現在はおもに、社内講師として照明研修講師の養
成および社員教育訓練体系構築に従事している。

図5 照度と演色性からみたLED器具選択のポイント
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1． 研究の背景

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説JASS5

（以下，JASS5と記す。）」の大改正が2009年2月に行われ

た。今回の主な改正点としては，下段の枠内に示すよう

に計画供用期間の級が長期及び超長期のコンクリートに

ついて，乾燥収縮率の上限値が規定されたことが挙げら

れる。

従来，コンクリートの乾燥収縮に関する性能は，試験

コンクリートの乾燥収縮率を基準コンクリートの乾燥収

縮率と比較するといった相対評価が一般的であった。し

かし，今回のJASS5の改定に伴って，今後は規格値

（8×10-4）に対する絶対評価が主流になると考えられる。

絶対評価の場合，試験結果を適切に評価するためには，

あらかじめ，試験結果の変動（バラツキ）を把握してお

くことが重要である。特に，乾燥収縮試験結果は圧縮強

度試験結果などと比較して，試験結果のバラツキが大き

くなると指摘されているが，その実態を公表した事例は

少ない。

そこで，今回は当センターで実施したコンクリートの

乾燥収縮試験結果の中から「類似の材料・調合のコンク

リートにおける乾燥収縮試験結果の変動」と「同一調合

のコンクリートにおける乾燥収縮試験結果の変動」につ

いて取り纏めた結果について報告する。なお，「類似の

材料・調合」とは，JASS5の解説において，同一と認め

られる構成材料（セメント，骨材，水，混和材料）であ

ること。骨材の場合には岩種や産地が同一であることと

定義されている。

2．類似の材料・調合のコンクリートにおける乾燥

収縮試験結果の変動

1992年から2008年の17年間に類似の材料・調合のコン

クリートについて実施した乾燥収縮試験結果（87試料）

の変動状況について検討する。

2.1 使用材料

①セメント：同一製造会社（3社）の普通ポルトランセ

メントを等量ずつ混合して使用した。

②骨材：細骨材は，同一産地の天然砂を，粗骨材は同

一産地の砕石2005Ａ（硬質砂岩）を使用した。なお，

骨材の粒度は，JIS A 6204（コンクリート用化学混

和剤）の規定値に適合するよう分級・混合して調整

した。

コンクリートの乾燥収縮試験結果の変動に関する検討

中村 則清

技術レポート

3節　コンクリートの種類および品質
3.8 ヤング係数・乾燥収縮率および許容ひび割れ幅
b．コンクリートの乾燥収縮率は，特記による。特記がない場合には，計画供用期間の級が長期および超長期のコンクリートでは
8×10-4以下とし，この値を超える場合は，工事監理者の承認を受ける。

11節 品質管理・検査および措置
11.4 使用するコンクリートの品質管理
e．コンクリートの乾燥収縮率が特記されている場合，および計画供用期間の級が長期超長期の場合は，施工者は，工事開始前に
試し練りを行って乾燥収縮率を求め，それが特記された乾燥収縮率または8×10-4以下になることを確認する。ただし，使用する
コンクリートまたは類似の材料・調合のコンクリートの乾燥収縮率の試験結果がある場合は，試験を省略することができる。
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2.2 コンクリートの調合条件

コンクリートの調合条件は，JIS A 6204に規定される

基準コンクリートの調合条件（表１）とした。なお，現

場調合は，単位セメント量を一定とし，単位水量及び細

骨材率量を変化させ所定のスランプになるよう調整し

た。

2.3 試験方法

コンクリートの長さ変化試験方法は，JIS A 1129（モ

ルタル及びコンクリートの長さ変化試験法）の第１部～

第３部に規定されている。しかし，同JISはあくまでも，

モルタルやコンクリートの長さ変化を測定する方法につ

いて規定した規格であり，乾燥収縮を考慮した供試体の

形状・寸法，養生方法，保存方法などについては具体的

に規定されていない。

コンクリートの乾燥収縮試験方法は，既往の文献等に

よると，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）の

6.1.7f )長さ変化に準拠した方法で実施される場合が多

い。そこで，今回はJIS A 6204に規定される方法に準拠

して乾燥収縮試験を行った。試験方法の概要を以下に示

す。

なお，JIS A 1129は，近々改正される予定であり，改

正後のJIS A 1129の附属書には，コンクリートの乾燥収

縮試験方法として，今回採用した試験方法と同様な方法

が規定される予定である。

（1）供試体の作製及び養生方法

供試体は，成形後約24時間で脱型した後，温度20±

2℃の水中で材齢7日まで養生した。なお，供試体数は各

3体とし，2バッチのコンクリートから採取した。

（2）基長及び供試体の保管条件

材齢7日に基長を測定し，以後，温度20±3℃，相対湿

度(60±5)％の試験室内に6か月間保存した。なお，1996

年以前は小型の恒温恒湿室で，1997年以降は大型の恒温

恒湿室で試験（供試体の保管）を行った。

（3）長さ変化試験方法

長さ変化の測定は，JIS A 1129－1（モルタル及びコン

クリートの長さ変化試験方法－第1部：コンパレータ方

法）に従って行った。なお，検長は340aとした。

2.4 実験結果及び考察

（1）使用材料の品質試験結果

使用材料の品質試験結果の一例を図１及び図２に示

す。セメントの圧縮強さは，1997年のJISの改正に伴っ

て大きく変化しているが，ロット毎の品質の変化は比較

的小さい。また，密度，凝結時間，比表面積などの物性

値には，大きな変化は認められなかった。これに対し化

学成分はロット毎の差が大きく，アルカリ量は年々低下

し，塩化物イオン量は年々増加する傾向が認められる。

細骨材（天然砂）は，1995年までは品質に大きな変化

は認められない。しかし，1996年頃から年々吸水率が大

きくなり，それに伴って絶乾密度が低下する傾向が認め

られる。なお，粗骨材（砕石2005）は17年間，絶乾密度

及び吸水率に大きな変化はなく，概ね同様な値である。

（2）コンクリートの調合結果

コンクリートの単位水量及び水セメント比の変動状況

を図３に示す。図３によると，単位水量は1997年前後で

図１　セメントの主な品質試験結果

図２　骨材の絶乾密度及び吸水率の試験結果

スランプ�
（b）�
8 ±１�
18 ±１�

空気量�
（％）�
2.0以下�
2.0以下�

単位セメント量�
（o/k）�
300�
320

細骨材率�
（％）�
40～50�
40～50

表１コンクリートの調合条件
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変動幅が異なり，1996年以前は8～9o/k程度の範囲で

あるが，1997年以降は最大16 o/kの差が認められる。

また，単位水量の変動に伴い，水セメント比には4～5％

程度の差が認められる。これらの変動は使用材料のロッ

ト間の品質の差が要因と考えられる。なお，単位水量及

び水セメント比の変動は，2001年以降（No.67以降）特

に著しい。

（3）乾燥収縮率の変動状況

コンクリートの乾燥収縮率の変動状況を図４に示す。

図４によると，乾燥収縮率は1997年前後で大きく変化し

ている。この原因は試験者の相違，使用材料や調合条件

の変動等の影響も含まれるが，2.3（2）に示したように，

試験室の相違が最も大きな要因であると考えられる。試

験室の温湿度はどちらも規定の範囲内であるが，試験室

によって，容積，温湿度の分布，風速等が異なるため，

これらの要因が乾燥収縮率に大きな影響を及ぼしたと推

測される。従って，コンクリートの乾燥収縮率を数値基

準に対して絶対評価する場合は，試験時の諸条件と乾燥

収縮率の関係を予め把握し，試験結果の変動（ばらつき）

を考慮した上で評価する必要があるといえる。

（4）単位水量と乾燥収縮率の関係

図５は，コンクリートの単位水量と乾燥収縮率の関係

を年代別に示した一例である。スランプ8bとスランプ

18bのコンクリートの乾燥収縮率を比較すると，年代に

かかわらずスランプ18bの方が乾燥収縮率は大きな値で

ある。これらの差を単位水量や水セメント比に換算する

と，単位水量10o/kの増減に対して乾燥収縮率は20×

10-6程度，水セメント比1.5％の増減に対して乾燥収縮率

は20×10-6程度増減している。

（5）年度別の乾燥収縮率の変動状況

コンクリートの乾燥収縮率の年度別の変動状況をスラ

ンプ別に表２及び表３に示す。これらの表によると，前

述したように乾燥収縮率は1997年前後で大きな差があ

り，スランプ別に平均値で76，91×10-6程度の差が認め

られる。しかし，乾燥収縮率の変動係数を年度別に比較

すると，1996年を除けば同程度の値である。スランプ

8bの場合は1996年以前は3.0～5.1％（平均4.7％），1997

年以降は2.9～4.7％（平均3.5％）である。また，スラン

プ18bの場合は，前者は2.6～4.4％（平均4.5％），後者

は0.6～5.8％（平均4.4％）であり，表４に示した圧縮強

度の変動係数（年度別平均）と同程度か，やや上回る程

度である。

2.5 まとめ

① 使用材料や調合条件の変化に伴ってコンクリートの

乾燥収縮率は変動するが，試験室の環境条件の影響が

著しい。

② 類似の材料・調合のコンクリートの乾燥収縮率は，

図３　単位水量及び水セメント比の変動状況

図４　コンクリートの乾燥収縮率の変動状況

図５　コンクリートの単位水量と乾燥収縮率の関係
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短期間（年度毎）の変動は比較的小さく，標準偏差は

平均で28～37×10-6程度，変動係数は平均で3.5～4.7％

程度である。

3．同一調合のコンクリートにおける試験結果の変動

同一ロットの材料を使用し，数週間毎にコンクリート

供試体を作製し，圧縮強度，静弾性係数及び乾燥収縮試

験を10回実施し，試験結果の変動状況について検討した。

3.1 使用材料

①セメント：市販3社の普通ポルトランドセメントを等

量ずつ混合して使用した。

②骨材：細骨材は，大井川水系の天然砂を，粗骨材は

梅産の砕石2005A（硬質砂岩）を使用した。なお，骨

材は細骨材，粗骨材ともに3種類に分級し，JIS A

6204（コンクリート用化学混和剤）に規定される粒

度に適合するよう所定の割合で混合して使用した。

③化学混和剤：JIS A 6204に適合する市販のＡＥ減水剤

及び空気量調整剤を使用した。

3.2 コンクリートの調合条件

コンクリートの計画調合は，一般的な建築用のコンク

リートを想定し，表５に示す調合条件とした。

3.3 試験方法

各種試験は，関連JISに従って行った。乾燥収縮試験

方法の概要を以下に示す。

（1）供試体の作製及び養生方法

供試体は成形後約24時間で脱型し，温度20±1℃の水

中で材齢7日まで養生した。供試体数は各3体とした。

（2）基長及び供試体の保管条件

材齢7日に基長を測定し，以後，温度20±2℃，相対湿

度（60±5）％の恒温恒湿室内に6か月間保存した。

（3）長さ変化試験方法

長さ変化の測定は，JIS A 1129－1（モルタル及びコン

表５コンクリートの調合条件

単位量（o/k）�

18±2.5 4.5±1.5 55.0 48 176 320 839 935

スランプ�
（b）�

空気量�
（％）�

W/C�
（％）�

s/a�
（％）� W C S G

表６　圧縮強度及び静弾性係数試験結果

圧縮強度（N/e）�

最小値�
最大値�
平均値�

材齢７日�
30.9�
27.6�
29.5

材齢28日�
39.0�
43.0�
40.9

項目�
静弾性係数�
（kN/e）�
27.3�
29.9�
28.6

表２　乾燥収縮率の年度別の変動状況［スランプ８cm］

表３　乾燥収縮率の年度別の変動状況［スランプ18cm］

表４　圧縮強度試験結果の変動

西暦（年）�

Ｎ：試料数，Ｓ：標準偏差，Ｃ：変動係数を示す。�

Ｎ�
11�
9�
7�
10�
6�
－�
10�
6�
7�
12�
9�
－�

最小�
679�
679�
664�
643�
652�
663�
765�
720�
760�
720�
763�
746

最大�
755�
770�
748�
731�
769�
755�
846�
833�
823�
823�
839�
833

範囲�
76�
91�
84�
88�
117�
91�
81�
113�
63�
103�
76�
87

平均�
732.5�
720.9�
693.1�
688.6�
715.8�
710.2�
819.6�
779.7�
785.3�
783.8�
763.0�
786.3

Ｓ�
22.1�
36.6�
31.9�
26.8�
50.0�
33.5�
28.1�
36.4�
23.0�
28.5�
24.9�
28.2

1992�
1993�
1994�
1995�
1996�

年度別平均�
1997-98�
1999�
2000�
2001-02�
2003-08�
年度別平均�

3.0�
5.1�
4.6�
3.9�
7.0�
4.7�
3.4�
4.7�
2.9�
3.6�
3.1�
3.5

乾燥収縮率 （26週：×10-6）� Ｃ�
（％）�

西暦（年）�

Ｎ：試料数，Ｓ：標準偏差，Ｃ：変動係数を示す。�

Ｎ�
11�
9�
7�
11�
6�
－�
10�
6�
7�
12�
5�
－�

最小�
716�
711�
672�
685�
685�
694�
763�
836�
741�
773�
793�
781

最大�
845�
802�
755�
747�
808�
791�
919�
848�
856�
935�
923�
896

範囲�
129�
91�
83�
62�
123�
98�
156�
12�
115�
162�
130�
115

平均�
780.5�
766.6�
727.0�
718.1�
744.8�
747.4�
850.5�
842.7�
803.4�
828.5�
868.0�
838.6

Ｓ�
32.9�
33.9�
28.2�
18.5�
56.1�
33.9�
40.7�
5.31�
46.7�
45.4�
47.3�
37.1

1992�
1993�
1994�
1995�
1996�

年度別平均�
1997-98�
1999�
2000�
2001-02�
2003-08�
年度別平均�

4.2�
4.4�
3.9�
2.6�
7.5�
4.5�
4.8�
0.6�
5.8�
5.5�
5.4�
4.4

乾燥収縮率 （26週：×10-6）� Ｃ�
（％）�

8�
18�
8�
18

42.9�
39.0�
41.9�
38.3

1.36�
1.43�
1.41�
1.35

3.2�
3.7�
3.4�
3.5

西暦（年）�

1992-1996�
年度別平均�

1997-1998�
年度別平均�

スランプ�
（b）�

圧縮強度�
（N/e）�

標準偏差�
（N/e）�

変動係数�
（％）�
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クリートの長さ変化試験方法－第１部：コンパレータ方

法）に従って行った。なお，検長は340aとした。

3.4 実験結果及び考察

3.4.1 圧縮強度及び静弾性係数試験結果

コンクリートの圧縮強度及び静弾性係数試験結果を表

６に示す。圧縮強度及び静弾性係数ともに10バッチ間の

試験結果の変動は小さく，いずれも変動係数は3％程度

である。従って，強度性状の観点からは10バッチのコン

クリートの品質は同程度であったと判断できる。

3.4.2 コンクリートの乾燥収縮試験結果

（1）質量減少率の変動状況

コンクリートの乾燥期間と質量減少率との関係を表７

に示す。質量減少率は乾燥期間の増加に伴って増大し，

乾燥期間1週では平均で1.2％，8週では2.5％とほぼ倍増

している。ただし8週以降の増加は少ない。一方，質量

減少率の変動は，乾燥期間の増加に伴って小さくなる傾

向が認められる。乾燥期間1週では10バッチ間の範囲

（最大－最小）は0.6％であるが，乾燥期間4週以降では

0.2～0.3％の範囲に減少している。また，変動係数は乾

燥期間1週では17.2％と極めて大きい値であるが，乾燥

期間の増加に伴って小さくなり，26週では2.9％と圧縮

強度や静弾性係数の変動係数と同程度である。

（2）乾燥収縮率の変動状況

コンクリートの乾燥期間と乾燥収縮率の関係を表８及

び図６に示す。乾燥収縮率も質量減少率と同様，乾燥期

間の増加に伴って増大し，乾燥期間1週では平均で204×

10-6，8週では644×10-6と3倍程度になり，26週では813×

10-6と4倍程度の値となっている。なお，乾燥収縮率は乾

燥初期の傾向と最終値の傾向が必ずしも同様ではなく，

乾燥初期の収縮率が最も小さいNo.9バッチのコンクリー

トの乾燥期間13週以降の値は，他のバッチと同程度の値

である。一方，乾燥収縮率の変動は乾燥期間の増加に伴

って小さくなる傾向が認められる。乾燥収縮率の範囲

（最大－最小）は乾燥期間にかかわらず100×10-6前後で

ある。しかし，標準偏差は乾燥期間の増加に伴って徐々

に減少し，乾燥期間1週では51×10-6であるが8週以降で

は当初の6割程度に減少している。また変動係数で比較

すると，乾燥期間1週では25％であるが，13週では4.2％，

26週では4.9％まで減少している。なお，図７は，10バ

ッチの乾燥収縮率の範囲を示した一例であるが，乾燥収

縮率は乾燥期間にかかわらず，概ねm±1.5σ（平均

値±1.5×標準偏差）の範囲に収まっている。

図６　乾燥収縮率の変動 図７ 乾燥収縮率と乾燥期間の関係

表７　乾燥期間と質量減少率の関係

項目�
１週�
10�
0.9�
1.5�
0.6�
1.21�
0.21�
17.2

４週�
10�
1.9�
2.2�
0.3�
2.08�
0.12�
5.91

８週�
10�
2.3�
2.6�
0.3�
2.45�
0.10�
3.97

13週�
10�
2.5�
2.7�
0.2�
2.63�
0.09�
3.61

17週�
10�
2.6�
2.9�
0.3�
2.73�
0.09�
3.48

26週�
5�
2.8�
3.0�
0.2�
2.88�
0.08�
2.91

Ｎ�
min.�
max.�
Ｒ�
ｍ�
Ｓ�
Ｃ�

質 量 減 少 率 （％）�

Ｎ:試料数，Ｒ:範囲，ｍ:平均値，Ｓ:標準偏差，Ｃ:変動係数 (%)

表８　乾燥期間と乾燥収縮率の関係

バッチ�
番号� １週�

231�
210�
279�
279�
232�
186�
150�
160�
142�
167�
137�
203.6�
50.8�
24.9

４週�
510�
482�
535�
534�
492�
437�
400�
424�
400�
477�
135�
469.1�
51.2�
10.9

８週�
635�
621�
712�
689�
648�
642�
606�
621�
620�
648�
106�
644.2�
33.1�
5.13

13週�
713�
691�
768�
772�
700�
753�
695�
723�
720�
753�
81�
728.8�
30.4�
4.18

17週�
741�
723�
787�
818�
749�
782�
737�
767�
759�
800�
95�
766.3�
30.2�
3.94

26週�
813�
766�
836�
866�
785�
807�
794�
801�
814�
842�
100�
812.4�
29.3�
3.60

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
Ｒ�
ｍ�
σ�
Ｃ�

乾 燥 収 縮 率 （×10-6）�

Ｒ:範囲，ｍ:平均値，Ｓ:標準偏差，Ｃ:変動係数 (%)， 　　　：最大値， 　　　：最小値�
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（3）質量減少率と乾燥収縮率の関係

質量減少率と乾燥収縮率との関係を図８に示す。図８

によると質量減少率と乾燥収縮率には高い相関が認めら

れる。従って，同一調合のコンクリートの場合は質量変

化から乾燥収縮率の概略値を推定することが可能と考え

られる。ただし，乾燥速度と収縮速度の関係は必ずしも

同様ではない。図９は質量変化率及び乾燥収縮率と乾燥

期間の関係を示した一例であるが，この図によると，乾

燥期間の初期では，乾燥速度に比較して収縮速度の方が

遅く供試体の乾燥が先行し，その後，収縮率が増加して

いる。従って，乾燥収縮率の変動は乾燥初期の諸条件の

変動の影響を大きく受ける可能性が高いため，同時期の

環境条件の管理には特に注意する必要があるといえる。

（4）試験結果の変動要因の検討

今回の実験は，同一試験者が同一の測定器を使用して

実施した。また環境条件も厳しく管理し，試験室の温度

は20±0.5℃，湿度は60±2％であった。従って，試験結

果の主な変動要因はバッチ間及び供試体間の品質の差の

影響と推測される。ただし，測定方法上の要因も考えら

れる。別のシリーズで実施した試験結果における乾燥収

縮率の測定面と乾燥収縮率の関係を表９に示す。表９に

よると，供試体の測定面（任意の一側面，両側面の平均）

によって，乾燥収縮率には差が生じ，同一供試体でも測

定面の違いによって50×10-6程度の差が生じている。ま

た，乾燥期間によって両者の関係が逆転する場合もある。

従って，JIS A 1129－1では規定されていないが，試験結

果の変動を小さくするため，コンパレータ法においても

両側面の平均値を採用する方が望ましいといえる。

3.5 まとめ

① 質量減少率の変動係数は，乾燥期間1週では17.2％

と大きい値であるが，乾燥期間13週では3.6％，乾燥

期間26週では2.9％まで低下し，圧縮強度の変動係数

と同程度である。

② 乾燥収縮率の変動係数は，乾燥期間13週においては，

4.2％，乾燥期間26では4.9％と圧縮強度の変動係数と

比較すると1.5倍程度の値である。

③ 供試体の収縮挙動は両側面で異なる場合がある。従

って乾燥収縮試率の変動を小さくするためには，供試

体の両側面の平均値を採用する方が望ましい。

4．今後の展望および課題

コンクリートの乾燥収縮試験結果の変動に関して述べ

てきたが，コンクリートに使用する粗骨材の種類が乾燥

収縮に及ぼす影響についても実験検討を行っている。乾

燥収縮と相関が高いと考えられる原石コアの吸水率，ヤ

ング係数，乾燥収縮率及び砕石2005の吸水率など各種物

性値との検討や代替特性として骨材の比表面積とコンク

リートの乾燥収縮との相関についても実験を計画してい

るので，結果がまとまり次第報告したい。

＊執筆者

中村則清（なかむら・のりきよ）
7建材試験センター中央試験所

材料グループ　主任

図８ 質量減少率と乾燥収縮率の関係 図９ 質量減少率と乾燥収縮率の比較

表９　測定面と乾燥収縮率の関係

測定面�
１週�
200�
142�
171�
58

４週�
418�
423�
421�
－5

８週�
529�
566�
548�
－36

10週�
575�
621�
598�
－46

13週�
611�
648�
630�
－36

26週�
696�
749�
722�
－53

Ａ面�
Ｂ面�
平均�

Ａ面－Ｂ面�

乾 燥 収 縮 率（×10-6）�



技術者倫理にどのように向き合うか，工学のツールを

用いて整理してみようというのが技術者倫理ノートの趣

旨である。

テーマとして，倫理の時系列，倫理座標，ステークホ

ルダーの構造，倫理的意思決定のフローチャート，意思

決定工学，情報化倫理などはどうであろうか。ゲノム解

析が明らかにしたプログラム原理を用いて倫理を解釈す

るのもいいかも知れない。

◆技術者倫理の時系列

時系列とは，対象を時間経過の順に整理し，配列する

という統計解析のツールで，現象の時間的な変動を反映

すると期待される。

社会／経済現象を対象とした時系列データも社会／経

済の変動を反映して変動するであろう。時系列解析は，

そのような変動を通して社会／経済にどのような本質的

な変化や動きが生じているかを明らかにできる可能性が

ある。

本稿では，技術者倫理の伝統と応用倫理学を含む倫理

学の系譜との関係を軸にして時系列を整理した。

◆時系列解釈

（1）農業経済社会期

人類史上もっとも大きな飛躍の一つといわれるのが，

新石器時代を特徴づけるところの農耕牧畜による生産経

済への発展である。世界各地の中で最初にこの農業経済

社会に移行したのは，BC8000年頃のメソポタミアを含

む西南アジアで，ここでハムラビ法典が成立している。

農業経済を基盤とする古代都市文明はBC500年頃には地

中海ヨーロッパに達する。人類は実に長い時間をかけて，

地域社会に応じた宗教や慣習，伝統，習俗といった社会

規範を構築してきたであろうが，革命ともいうべき農耕

牧畜の定着によって，飛躍的に経済成長が深化したとき，

既成の価値観や連帯感の動揺に遭遇したであろう。新し

い社会秩序への要請は，その経済基盤が同じであれば，

アリストテレス（古代ギリシャ）や孟子・荀子・告子

（中国・戦国時代）らが洋の東西でほぼ同時代に同じ議

論を展開しても不思議ではない。

（2）工業経済社会期

17世紀からの西欧近代文明は実験科学を生み出す。実

験科学の手法は，18世紀から19世紀にかけて産業革命を

生み，再び飛躍的な経済成長を実現する。いわゆる工業

経済社会への移行である。地域によって若干のタイムラ

グがあるが，もっとも早く産業革命を経験したヨーロッ

パでは，規範倫理学およびメタ倫理学の倫理学部門が成

立する。

産業革命をもたらした技術は，基本的には，人類に快

適で豊かな生活を可能にしたが，同時に多くのリスクも

もたらす。科学技術の急速な発展と引き替えに，つまり，

トレードオフとして爆発的に環境問題が派生する。技術

者にはリスク管理責任が求められると同時に，社会成員

に通常求められる規範に加えて専門職として責任を果た

すことのできる能力が求められるようになる。こうして，

技術者の「責任の倫理」が誕生する。責任の倫理は，予

防医学とのアナロジーから予防倫理と呼ばれ，技術者倫

理の新しい軸となる。
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（3）知性経済社会期

20世紀後半，情報技術革命が起きたという。経済成長

は，技術革新によって起こる。

技術革新の程度が極めて大きいとき，後世，人はそれ

を革命と呼ぶ。この時期が革命であったのかどうか検証

されなければならない。飛躍的な経済成長の判断につい

ては暫くの猶予が必要であろうが，これまでの経過を辿

ると，革命的な社会変動の後に新しい倫理学が誕生する。

その目で見渡すと，この時期，応用倫理学や進化倫理学

が萌芽している。

「責任という原理」（H.ヨナス，1973年）は世代間倫理

と，世界宗教会議（1993年）はグローバル倫理とそれぞ

れリンクするなど，倫理学が技術に接近している。

1999年，ブタペストで開催された世界科学会議は，人

類にとって有益な知識のための科学，平和のための科学，

開発のための科学といった目的を持った科学という概念

を提唱し，これを総称して「社会のための科学」と呼び，

研究者としての自らを規定した。

“科学のための科学”といわれるように科学者の一種

知的遊戯とされ，それ故に尊敬され，価値中立であった

科学がこのとき価値目的を持ち，結果，倫理性を帯びる。

これを新しい倫理観の誕生と見れば，紛れもなく，20世

紀後半に革命が起きたことの傍証といえる。

情報の価値を評価し共有する知性経済社会がその秩序

維持システムを情報技術で構成するようになれば，それ

は情報化倫理と呼ばれるかも知れない。
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技術者倫理時系列図

松藤泰典（まつふじ・やすのり）

公立大学法人北九州市立大学
副学長（工学博士）／国際環境工学部教授

専門分野：建築材料・施工
最近の研究テーマ：①改質フライアッシュコンクリート

の製造システム
②世代間建築デザイン
③技術者倫理
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1. はじめに

以前から大面積を有する建築工事の養生シートを広告メ

ディアとして活用する手段を考えていた。十数年ほど前か

ら，ヨーロッパ市内の商業ビルのリニューアル工事の養生

シート上に，大きな宣伝・広告が張り付けられ始めた。宣

伝の種類は多様であり，なかには遊び心に富んだものもあ

る。材質は樹脂系としかわからないが，シートに印刷した

ものを張りあわせている。

2. 商業の宣伝・広告

西欧の都市の旧市街地では，街角の交差点から四方の街

路を見渡せば，街路ごとに保存・修復工事の現場を発見で

きる。このシートに宣伝・広告を張り付け・吊り下げる事

例は，EU諸国，バルト海3国，米国などでよく見かける。

写真1は，マドリッドのリニューアル工事における宣伝シ

ートで，スポンサーは化粧品会社である。このほかにも衣

料品（ポロ）やパソコン，自動車（トヨタ）の宣伝例がある。

写真2は，ヘルシンキの中心部に近い大きな商業建物の

リニューアル工事のシートである。妻側は映画の「ダイハ

ード4」の宣伝である。正面方向はルフトハンザ航空の宣伝

である。

3. 日用品の宣伝

写真3は，リトアニアのビルニュス市のリニューアル工

事の養生シートに張られている歯磨きの宣伝である。ロー

写真1 化粧品の宣伝広告の一例

写真2 映画の宣伝の一例

写真4 ラグビーワールドカップの宣伝の例

写真3 歯磨きの宣伝・広告の例



プで吊られているのは人形で，風が吹くと左右に揺れ，あ

たかもブラシで歯を磨いているように見える。

4. イベントの宣伝

写真4は，パリでワールドカップが開催される前の宣

伝・広告である。養生シートの上ではなく，金属製と思わ

れるパネルの仮設に直接張り付けている。

5. リニューアル工事改修前の外観図

事例数としてはそれほど多くないが，ある。これまで紹

介した宣伝とは異なり，市民に馴染まれている建物の外観

をシート上に移し，工事中でもその建物の存在をアピール

しているように思われる。サービス精神の現れである。

写真5は，ヘルシンキに建設されたアールト作品の改修

工事用シートに張られた改修前の外観図である。シート下

部にはアールトの顔写真，この建物の概要等のパネルが張

られている。

写真6は，ヘルシンキ市中心部の大きな商業ビルの改修工

事である。かっての外観を描いた図を印刷したシートを直接

養生シートとして使用している。リニューアル中であっても

市民のランドマークとして位置付けたい建物のオーナの心意

気が伝わってくる。写真7は，パリのシテ島のリニューアル

工事中のシートである。樹脂製のシートに石積み調の模様を

印刷したものを直接養生シートとして使用している。

写真8は，鶴岡八幡宮の修復工事の仮設の外側に写真で

印刷したシートを吊り下げた例である。わが国における希

少な事例である。折角訪れた観光客にせめて写真で我慢し

てもらおうという，配慮の現れであろう。

6. むすび

工事用の養生シートは，街並みの景観という視点にたて

ば「阻害要因」とみなされがちである。かといって，事例

で紹介した宣伝・広告が景観等の面で勝っているともいい

がたい。しかし，シートやパネルを安全性，防音，防塵な

どの工事の目的にのみ設置するのは，いかにももったいな

い。仮設であること，大面積であることなどの特性を活か

した西欧の宣伝・広告のメディアとしての活用は，いずれ

わが国でも普及するといえる。その際の一助となれば，自

己満足以外にカメラにおさめ続けてきた甲斐があるという

ものである。

19&建材試験センター　建材試験情報 2 ’10

写真8 鶴岡八幡宮のシートの例

写真5 修復前の建物外観を示した例

写真6 改修前の外観を印刷した養生シート

写真7 石積み調の図柄を描いたシートの例
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今回は埼玉県日高市の高麗神社に隣接して建てら

れている「高麗家住宅」を紹介致します。高麗家住宅

はJR川越線の終点高麗川駅から西にゆっくり歩いて

30分ほどのところに位置しています。秩父に連なる

山々の始まりの裾野にあり，このあたりは古くは高

麗郷と称され，休日にはたくさんのハイキング客が

訪れます。この住宅で暮らした高麗家は代々高麗神

社の神職を勤めてきた旧家で，現在も高麗神社の宮

司を勤めています。高麗家の成り立ちは古く，7世紀

に滅んだ高句麗王族の一人若光を祖としています。

若光は元正天皇霊亀2年（716年）武蔵国に新設された

高麗郡の首長として，渡来高句麗人とともにこの地

の開拓に尽力しました。若光が没した後，御霊を高

麗明神として祀り，これが現在の高麗神社となりま

した。

「高麗家住宅」は居住者の名前から朝鮮的な建物を

連想させますが，写真1からも分かるように純粋な日

本家屋です。東日本の民家の中では古い形を遺して

いる極めて重要な例とされ，昭和46年（1971年）6月に

国の重要文化財に指定されました。建築年代につい

ては慶長年間（1596～1614年）との伝承があるのみで

明確な資料は見当たらず，年代の特定はできません

が，構造形式から江戸時代初期の17世紀中頃までに建

築されたものであろうと推定されています。建物は

茅葺きの入母屋造りの平入りで，その規模は桁行き

約七間半（14.292c），梁間約五間（9.529c）の総面積

約37.5坪（136.188g）の長方形の平面です。間取りは

写真2の平面図をみると，五つの部屋と土間で構成さ

れているのがわかります。五つの部屋のうち，表側

下手の部屋（表座敷）は21畳と最も広く，この表座敷

を中心とした構成になっています。柱や梁に丸味（写

真3）があるのは手斧で仕上げられているからです。

柱の数は多く，必要なところには太い材木を使用し

ていますが，梁は全体的に細い材木を使っているよ

うです。桁と柱にはスギ、梁にはケヤキ・マツが用

いられています。長年の風雪に耐えて伝えられてき

ましたが，傷みがひどくなっていたため，昭和51年10

月に建物の全解体による修理が行われました。この

解体工事中に発見された痕跡資料を基に，昭和52年9

月に概ね1年をかけた解体・修復が終了し建築当時の

姿に復元されました。 （文責：企画課　川上　修）

写真1 高麗家住宅全景

写真2 平面図

写真3 小屋組及び茅葺き裏側
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建材試験センター規格（JSTM）について

規格基準紹介

当センターでは，団体規格として「建材試験センター

規格（以下，JSTMという。）」を制定し，公開していま

す。

JSTMは，JISに先行して標準化したもの，又はJISと

して馴染みにくいが技術的な必要性から標準化すること

などを目的として制定しています。

これまで，JSTMとして90規格が制定され，この内，9

規格がJISとして公示又は公示が予定されています。

JSTMで定める範囲は，主に建設材料，建設部材及び

建設物の品質・性能を評価するための試験方法，計算方

法又は評価方法に関するもので，具体的にはコンクリー

ト・コンクリート製品に関する試験方法及び検査方法，

壁・床・屋根等のパネルに関する試験方法及び評価方

法，仕上げ材料の耐久性に関する試験方法など，多岐に

亘る規格を作成しています。また，当センターでは

JSTMを基に，客観的な立場から評価・証明を行う適合

証明事業も行っており，規格の作成・普及に努めていま

す。

JSTMの制定，改正及び廃止にあたっては，当センタ

ー内にJSTM標準化委員会（以下，標準化委員会という。

委員長：菅原進一　東京理科大学教授）を設置し，検討

を行っています。標準化委員会は，当センター評議員，

技術委員及び標準化委員会委員長が必要と認めて推薦し

た委員から構成され，規格の制定・改廃等の案件が生じ

た場合に開催・審議が行われます。平成20年度の委員構

成は表1のとおりです。また，JSTMが制定されるまで

のフローを図1に示します。最近では，平成20年度に委

員会を開催し，JSTM H 8001：2008 土工用製鋼スラグ

砕石の規格を制定しました。

また，標準化委員会が必要と認めた場合，標準化委員

会の下に，分野別（材料，環境，防火，構造）に専門委

員会が設置され，審議が行われます。専門委員会は，標

準化委員会委員，関係団体委員，当センター職員及び標

準化委員会委員長が推薦する委員から構成されます。

2． JSTM標準化委員会について

1． JSTMとは
標準化計画及び制定�

理事長の制定・改正・廃止�

規格の発行・公表�

標準化委員会�

・専門委員会設置の可否検討�
・規格案の審議�
・最終規格案の議決�

分野別�
専門委員会�

建議・答申�

委員長 菅原　進一 東京理科大学�

委　員 長瀧　重義 愛知工業大学�

 松井　勇 日本大学�

 坂本　功 東京大学�

 坂本　雄三 東京大学�

 井上　勝夫 日本大学�

 野口　貴文 東京大学�

 伊藤　弘 (独)建築研究所�

 春田　浩司 (社)公共建築協会�

 中村　正則 (社)日本建築士事務所協会連合会�

 富田　育男 (社)日本建材・住宅設備産業協会�

 黒木　勝一 (財)建材試験センター�

（氏名）� （所属）�

図1 ＪＳＴＭ制定のフロー

表1 標準化委員会　委員構成
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（1）JSTMの番号について

JSTMは，次の①～④の構成要素から番号が付与され

ています。規格の番号の付け方を，JSTM H8001：

2008  土工用製鋼スラグ砕石を例に示します。

①適用対象となる分野

適用対象となる分野は下表のとおり大きく8つに区分

され，その下にAからZまでの26分野があります。

②品質・性能の分野

品質・性能の分野別に2桁の数値で表し，00（共通）

から80（生産性（全般））まで34分野あります。

③試験の種類による固有番号

試験の種類による固有番号は，2桁の数値で表してい

ます。

01から50は試験室・実験室試験，51から70は現場試

験，71から99は基準・評価・計算方法の区分となり

ます。

④年号

制定または改正された年号であり，西暦年4桁で表し

ます。

（2）現在のJSTMについて

現在，JSTMとして90規格が制定されていますが，そ

の内43規格（表3）について，当センター ホームページ

（http://www.jtccm.or.jp/jtccm_hyojyun_jstm）にて公

開・販売を行っています。（表3は次ページに掲載）

（3）JSTMの見直しについて

現在，業務の効率的な運営・適切な維持管理を進めて

いくため，JSTMの見直し・整理を行っています。具体

的には，規格の活用度（試験実績・規格販売実績），JIS

制定の有無，規格の状況の観点から，①JSTMとして存

続させる，②JISとして制定された（制定される予定も

含む）ため廃止する，③アーカイブス扱いとする，の3

つに分類・整理する予定です。

その上で，①に分類した規格は，活用されている規格

であることから，定期的に見直しを行い，引用規格の変

更及び技術的事項の変更等が生じた場合は機動的に対応

していく予定です。②に分類した規格は，JISとのダブル

スタンダードを防ぐため廃止する予定です。また，③に

分類した規格は，活用状況等からアーカイブス扱いとす

るものの，これまでの成果として公開していく予定です。

詳細については，規格の見直し・整理が出来しだい公

表していきます。

JSTMは，当センターホームページにて公開し，閲覧

できます。購入を希望される方は，ホームページから申

込用紙をダウンロードし，必要事項をご記入の上，FAX

にて下記へご注文下さい。

お問い合わせ先：経営企画部　調査研究課まで。

TEL：048-920-3814 FAX：048-920-3821

（文責：調査研究課　佐竹　円）

4． お問い合わせ先

（例）JSTM　H　80 　01 ：2008

①�②� ③� ④�

3．現在のJSTM

表2 適用対象による区分

一般事項 A 一般・基本�
材料・製品 B コンクリート用材料�
 C コンクリート・コンクリート製品�
 D ガラス・セラミック系材料及び製品�
 E 金属材料及び製品�
 F 木質系材料及び製品�
 G アスファルト・プラスチック系材料及び製品�
 H その他の材料・製品、及び材料・製品共通事項�
構成材・部材・部品 I 柱・梁・桁等の構造部材及びその構成材�
 J 壁・床・屋根等のパネル及びその構成材�
 K 開口部構成材及びその部品�
 L その他の構成材・部品及び構成材・部品共通事項�
接合材等 M 溶接・接着・接合材料等�
各種機能材料等 N 火関係機能材料�
 O 熱・光関係機能材料�
 P 音・振動関係機能材料�
 Q 水・風関係機能材料�
 R 地震関係機能材料�
 S 耐久性関係機能材料�
 T その他の機能材料�
設備・家具 U 給排水等の衛生設備�
 V 換気・冷暖房・ソーラー等の空調設備�
 W その他の設備及び家具等�
建物全体 X 建築物・構築物の性能及び機能関係�
その他 Y 予備番号�
 Z 予備番号�
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表3 公開・販売している建材試験センター規格（JSTM）の一覧

区　分� NO. 規格番号� 規格名称�

コンクリート・コンクリート�
製品�

JSTM C 2101 :1999 引抜き試験による鉄筋とコンクリートとの付着強さ試験方法�

JSTM C 7102 :1999 コンクリートの圧縮クリープ試験方法�

JSTM C 7103 :1999 コンクリートの静弾性係数試験方法�

JSTM C 7104 :1999 繰返し圧縮応力によるコンクリートの疲労試験方法�

JSTM C 7301 :1999 コンクリートの凍結融解試験方法�

JSTM C 7401 :1999 溶液浸せきによるコンクリートの耐薬品性試験方法�

JSTM C 7402 :1999 溶液浸せきによるセメントペーストの耐薬品性試験方法�

JSTM C 8201 :1999 両引き試験による鉄筋コンクリートのひびわれ分散性試験方法�

JSTM C 8202 :1999 コンクリートの乾燥収縮ひびわれ試験方法�

JSTM C 8203 :1999 硬化したコンクリートの温度ひびわれ試験方法�

JSTM C 8204 :1999 コンクリートの水和熱による温度ひびわれ試験方法�

JSTM E 2105 :1999 鉄筋コンクリート用棒鋼機械継手の機械的性能検査方法�

JSTM H 5001 :2005  小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減建材の低減性能試験方法�

JSTM H 6102 :2003 建築材料の熱拡散率測定方法�

JSTM H 6103 :2003 建築材料の比熱測定方法�

JSTM H 6104 :2003 建築材料の表面温度測定方法（熱電対による接触方式）�

JSTM H 6105 :2003 分光測光器による建築材料の太陽放射反射率及び透過率測定方法�

JSTM H 6106 :2003 建築材料の太陽放射に対する指向反射特性の簡易測定方法�

JSTM H 6301 :2003 建築材料の吸放湿特性測定方法�

JSTM H 6302 :1999 調湿建材の吸放湿性試験方法�

JSTM H 8001 :2008 土工用製鋼スラグ砕石�

JSTM J 2001 :1998 非耐力壁の面内せん断曲げによる動的変形能試験方法�

JSTM J 6110 :2003 ＳＡＴ計による建築周壁の放射空気温度測定方法�

JSTM J 6401 :2002 建築用外装材料の圧力箱方式による漏水試験方法�

JSTM J 6402 :2002 屋根材料の圧力箱方式による漏水試験方法�

JSTM J 6451 :2002 小形吹出口方式による局部漏水試験方法�

JSTM J 6601 :2002 建築物の現場におけＡ特性床衝撃音レベルの測定方法�

JSTM J 6602 :2002 床表面仕上材の軽量衝撃源による床衝撃力低減効果の測定方法�

JSTM J 6651 :2002 外壁用壁版の遮音性能測定のための室の内外音圧レベル差の測定方法�

JSTM J 6652 :2002 基準音源を用いた間仕切用壁版及び床版の遮音性能測定のためのＡ特性室間平均音圧レベル差の測定方法�

JSTM J 6771 :2002 施設内の床版の振動性状評価等級�

JSTM J 7001 :1996 実大外壁等の日射熱による熱変形性及び耐久性試験方法�

JSTM J 7601 :2003 建築用外壁材料の汚染を対象とした屋外暴露試験方法�

JSTM J 7602 :2003 建築用外壁材料の汚染促進試験方法�

JSTM J 7701 :2003 建築内外装材料のかび抵抗性試験方法�

JSTM K 6101 :1995 人工太陽による窓の日射遮蔽物（日除け）の日射熱取得率及び日射遮蔽係数試験方法�

JSTM L 6201 :2002 換気ガラリの通気性試験�

JSTM L 6306 :2003 建築構成部分の結露判定計算法（非定常結露計算法）�

JSTM L 6401 :2002 換気ガラリの防水性試験�

JSTM L 6471 :2003 建築用構成材の防水性能評価方法�

JSTM U 9152 :2003 集合住宅の排水立て管システムの排水能力試験方法�

JSTM W 6604 :2005 ダクト系用減音ユニットの減音量の測定方法�

JSTM X 6254 :2003 建物内２室の相互換気量測定方法（２トレーサーガス法）�

上記（B～G）以外の材料、�
製品及び材料共通試験�

壁・床・屋根等のパネル�
及びその構成材�

上記（J，K）以外の構成材、�
部品及び構成材�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

14�

15�

16�

17�

18�

19�

20�

21�

88�

22�

23�

26�

27�

28�

29�

30�

31�

32�

34�

35�

38�

39�

40�

41�

42�

45�

46�

47�

48�

60�

63

コンクリート用材料�

開口部構成材及びその製品�

給排水等の衛生設備�

上記以外の設備�

建築物等の性能及び機能関係�
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1. はじめに

硝子繊維協会には，我が国における代表的な断熱

材・保温材であるグラスウールを製造販売するメーカ

ーが加入しており，協会内に短繊維部会技術委員会を

組織し，主に断熱材・保温材としてのグラスウールの

技術的検討を行っている。

当センター中央試験所環境グループでは，この硝子

繊維協会からの依頼により，これまで硝子繊維協会独

自の自主検査として行われてきた試買試験を行った。

以下に，その経緯や内容について紹介する。

2. 経　緯

硝子繊維協会では，これまで数十年にわたり自主的

な検査を行ってきており，今年が39回目の自主検査と

なる。これは，協会加盟会社が持ち回りでJIS製品を市

場から買い上げ，各社立会いのもとJISに規定されてい

る性能項目の試験を行うものである。

この目的は，市場に出回っている製品群としてのグ

ラスウールの品質確保と確認であり，安定した品質の

製品を供給するための重要な手段でもある。

通常，JISマークを表示した製品であれば，当然JIS

規格を満足する性能を持っていると考えるのは当然で

ある。しかし製品製造上，不良率が必ず存在するよう

に，JIS規格を満足していない不良品が市場に出回る可

能性は否定できない。このため，定期的な試買試験を

行うことで，このリスクを少しでも回避しようという

意図で行われてきたものと考えられる。

前述したように，これまでこの試買試験は硝子繊維

協会が独自に行っており，当センター（以下センター

と呼ぶ）のような第三者機関は関与していなかった。

しかし，平成20年度の工業標準化法の改正により，こ

れまでの国がJIS表示許可を与える形から，センターの

ような民間の機関がJIS製品を認証する形に変わり，製

品認証に関する試験はJIS Q 17025（試験所及び校正機

関の能力に関する一般要求事項）に適合した試験所で

行うことが必要となった。ただし，製品認証機関が認

めれば，寸法測定など日常的に行われる試験に関して

は，審査員立会いのもと，メーカー試験室での試験が

可能となっている。製品認証機関は，このとき，当該

試験室がJIS Q 17025の要求事項を満足しているかを審

査する必要があり，その要求事項の中には当然試験担

当者の技能，能力についても含まれることになる。

こういった背景から，硝子繊維協会では①センター

職員による会員会社検査員の技術指導，②検査の客観

性，という2点を目的として，昨年からセンターへ委

託した形での試買試験を行っている。

試験報告

グラスウール断熱材・保温材の試買試験

この欄で掲載する報告書は依頼者の了解を得たものです。

（発行番号：第●●●号）

注：文中の表，図，写真で太字以外は紙面の都合上掲載を省略しています。

写真1 表示の確認

写真2 寸法の測定
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2009年度は，9月に住宅用断熱材の試験を1マグの

検査員を主担当として行い，センター職員が試験に立

ち会った。また，12月には非住宅用の保温材の試験を

センター中央試験所にて硝子繊維協会技術委員立会い

のもとに行った。

3. 住宅用断熱材

住宅用断熱材の試験は，1マグ土浦製造所の所在地

である茨城県かすみがうら市で行われた。住宅用断熱

材は，JIS A 9523（住宅用人造鉱物繊維断熱材）を表示

している製品で，市場からはグラスウール6製品，ロ

ックウール2製品の計8製品が買い上げられ，JIS規格で

規定された性能の試験が行われた。試験は，硝子繊維

協会が独自に定めた「住宅用グラスウール断熱材品質

管理規定」に基づいて行われたが，これはJIS規格に定

められている測定項目について，より具体的な試験方

法を規定したものである。

試験は，1マグ土浦製造所の検査担当者を中心に，

センター職員及び硝子繊維協会技術委員立会いのもと

に行われた。試験は，製品の表示を手始めに，厚さ，

幅，長さ，密度等について行われた。熱抵抗等の当日

実施できない試験については，後日センター中央試験

所にて実施された。

結果は概ね良好であり，特に大きな問題はなかった。

4. 非住宅用保温材

非住宅用保温材は，住宅以外の用途に用いられるも

ので，設備の保温等の工業用として用いられるもので

ある。非住宅用保温材は，住宅用に比べて密度が高い

のが特徴である。JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）に

基づく表示がある製品，グラスウール5製品，ロックウ

ール2製品の計7製品が買い上げられ，センター中央試

験所において12月中旬に，前述の「住宅用グラスウール

断熱材品質管理規定」に従った測定が，硝子繊維協会

技術委員立会いのもとセンター職員によって行われた。

住宅用と同様，熱伝導率のように当日実施できない

試験は後日の測定とし，表示，寸法，密度等の試験を

行った。

これらの結果は，現在報告書としてまとめている最

中であるが，良好な結果であった。

5. おわりに

耐震偽装問題に端を発し，最近のメーカーに対する

世間の目はかなり厳しくなっているといわざるをえな

い。しかし，ここで紹介した硝子繊維協会のように，

数十年にわたり，協会として自主的に品質保持に努め

てきたことは，評価されてよいと考える。ただ，最近

の風潮として，メーカーによる自主的な評価が以前ほ

ど通用しなくなってきているのは事実である。試買試

験自体は以前から国によって行われているが，これは，

当然のことながら全てのJIS製品について行うことは不

可能であり，その限界はおのずと明らかである。

ここで紹介した硝子繊維協会の試買試験のように，

業界主体の自主的な検査から，当センターという第三

者の目が入ることにより，その信頼性がより増すこと

になる。また，各社独自に行っている検査方法の妥当

性も客観的に評価できる機会ともなる。我田引水のそ

しりは免れないが，このような取組が業界自身の発展

にもつながると信じている。

（文責：環境グループ　藤本哲夫）

写真3 技術委員による立会 写真4 厚さの測定
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はじめに

第２回は，火災の強さの程度を予測するための基礎理論

について，概略を説明いたします。（1）,（2）

１．火災の進展

典型的な耐火建築の室内火災は図１のような経過をたど

ります。通常，火災は室内の一部で発生し，徐々に火勢を

強め周囲に燃え広がっていきます（成長期）。しばらくする

とフラッシュオーバーと呼ばれる急激な拡大現象が起こり，

室全体が炎に包まれるような状態になります（火盛り期）。

その後の温度は，およそ600℃～1,200℃で推移しますが，

可燃物の大部分が燃え尽きると下降しはじめます（減衰期）。

本来望ましいのはフラッシュオーバー発生前の鎮火です

が，耐火設計では，最も過酷な状況であるフラッシュオー

バー以降の火盛り期を想定して検証を行います。

２．火災の強さの予測

図１はわかり易く単純化してありますが，実際の火災は，

多種多様な要因が影響し，建物や部屋ごとに異なったプロ

セスで進展します。耐火設計で必要となるのは，複雑な物

理現象である火災を扱いやすいように標準化しつつ，火災

室ごとの特性を反映できるような予測手法です。1950～60

年代，これを世界に先がけて示したのが，当時建築研究所

の川越邦雄、関根孝の両氏でした。

川越・関根の火災温度予測モデルは，室内の火盛り期を

対象とし，火災室内は均一温度とみなします（図２）。この

とき室内には十分な量の可燃物が存在し，燃焼に必要とな

る酸素の流入量で燃え方が決まる状態，すなわち換気支配

型火災と呼ばれる状態と考えます。

火災の強さの程度は，火盛り期が何分間続いて何℃に達

するか，すなわち火災継続時間と火災温度として見積られ

ます。その際，以下の影響要因が考慮されます。

①可燃物の量

②開口部の大きさと形状

③区画周壁部材の熱的特性

④区画（火災室）の大きさと形状

これらは建物および室の用途や規模によって異なり，火

災の強さと性状を左右します。

建築耐火の基礎講座

図１　区画内火災の進展

図２　火盛り期の室内火災のイメージ
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３．火災荷重

火災継続時間を直接左右するのが室内に存在する可燃

物の量です。床面積あたりの可燃物量は火災荷重と呼ばれ，

室の火災危険度を表す代表的指標となります。火災荷重は，

可燃物が燃えた時に生じる発熱量（MJ/g）あるいは各可

燃物を同じ発熱量の木材質量に換算した等価可燃物量

（o/g）によって表されます。両者の単位を変換する際に

は，火災の状況によって一部不完全燃焼となるなど有効な

発熱量が変わり得るため，注意が必要です。

火災荷重は，建物や室の用途によって異なりますが，時

代や生活状況によっても変わってきます。一応，建築基準

法にかかる設計用火災荷重として，表のように数値が規定

されています。

４．開口条件

火災継続時間を求めるには，可燃物の量に加えて，その

燃焼速度を見定めることが必要です。換気支配型火災の場

合，燃焼は酸素を含んだ新鮮空気の流入量に比例すると考

えられます。このため室内可燃物（木材換算）の燃焼速度R

（o/分）は，空気の流入経路となる開口部の面積A（g）と高

さH（c）で決まり，次式のように近似できます。

R = 5.5 A√H（o/分）(1)

式中のA√H（m5/2）は，換気因子あるいは開口因子と呼

ばれ，火災時における開口部の通過気流量の度合いを表し

ます。係数の5.5は，多くの実験結果をもとに導かれた値で

す。

室内の可燃物総量をこの燃焼速度Rで割れば，火災継続

時間を決めることができます。結果として，開口が小さい

場合はゆっくり燃えるため低温で長時間の火災となり，開

口が大きい場合は酸素が豊富な状態で激しく燃えるため高

温で短時間の火災となります。

５．周壁部材の熱的特性

火災温度を予測するには，開口からの火炎噴出や周壁部

材（壁や床）の熱吸収を考慮した熱収支シミュレーション

が必要です。周壁部材については材質に応じて決まる熱慣

性が重要となります。熱慣性は手で触れたときの感じが暖

かいか冷たいかの程度に相当します。暖かみのある木や断

熱材料（熱慣性小）が室内に張られている場合には，保温

されて火災室温度の上昇が速くなります。逆にひんやりし

た手触りの鉄やコンクリート（熱慣性大）の場合は，周壁

により多くの熱が吸い取られるため，火災室温度の上昇が

鈍くなります。

６．おわりに

こうした理論に基づいて実際に計算すると，大雑把な目

安で，事務所建築の場合火災継続時間は1時間前後，到達温

度は1,000℃程度になります。可燃物の多い倉庫等となれば，

火災継続時間は4時間を超えることがあります。

〈参考文献〉
（1）日本火災学科編，火災と建築，共立出版，2002

（2）日本建築学会編，鋼構造耐火設計指針，2008

＊執筆者

常世田　昌寿（とこよだ・まさとし）
7建材試験センター中央試験所

防耐火グループ　主任
博士（工学）

表　設計用火災荷重

室の種類�

住宅の居室�
事務室�
教室�

病室ホテルの寝室�
会議室�
体育館�

百貨店（家具・書籍売り場）�
百貨店（その他の売り場）�
飲食店（簡易なものを除く）�
映画館の客席（固定席）�

廊下・階段�
玄関・ロビー（商業施設等除く）�

車庫�
物品保管室・倉庫�

720�
560�
400�
240�
160�
80�
960�
480�
480�
400�
32�
80�
240�
2,000

45�
35�
25�
15�
10�
5�
60�
30�
30�
25�
2�
5�
15�
125

発熱量�
（MJ/g）�

木材換算した�
等価可燃物量�
 （o/g）�

・平成12年建設省告示第1433号より抜粋。�
・ここでは木材の単位発熱量＝16 MJ/oとした。�
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2009年10月26～29日の4日間にかけて，韓国ソウルのGrand

Ambassadorホテルにおいて，ISO/TC146/SC6国際会議が開

催された。本稿では，筆者が参加した委員会における審議の

概略を報告する。

ISO/TC146（Air quality: 大気の質）のうち，SC6では室内

空気（Indoor air）を扱っており，シックハウス・シックビ

ル対策のための測定法の国際標準化を目的として，室内空気

のサンプリング方法，化学物質の分析方法，小形チャンバー

法等の標準化を行ってきた。TC146の組織体制やメンバーの

詳細関しては本誌VOL.45 2009.1をご参照いただきたい。今

回のソウル会議は，SC設立後15回目のSC委員会であり，当

センターが国内対策委員会を受託後9回目の国際会議である。

日本発の国際標準化提案案件の審議も順調に推移している。

以下に会議の概要を報告する。

（1）TC146/SC6/WG3 "Determination of VOC in indoor air" 

（室内空気中のVOCs測定法）

コンビナはフィンランドのDr. Kristina Saarela。

ISO 16000-6に関して，CD投票に際してイギリス（UK）

及びアメリカから寄せられたコメントを基に議論が行われ

た。クリティカルなコメントがなければDIS投票に移行する

こととし，指摘があれば投票期間中にコメントを提出するこ

ととなった。

ISO 16000-9～11に関しては改正に関する投票中である

が，CEN/TC351/WG2における調査研究が終了するまで延

期することとなった（床材やペイントなどの調査研究結果を

反映させる可能性が高い）。

（2）TC146/SC6/WG11"Performance test for sorption"

（吸着性能試験）

コンビナは加藤信介東京大学教授。

本WGにて審議を行っているISO 16000-23，ISO 16000-24

はともに現在FDIS投票中で，11月18日に投票終了するので，

その結果を待っている状態であることが確認された。

なお，11月末に投票結果が開示され，100％で賛成可決，

12月に国際規格として制定された。

（3）TC146/SC6/Ad-hoc WG "Test methods for VOC detec-

tors"（VOC検知器試験方法）

コンビナ候補は（独）産業技術総合研究所の松原一郎氏。

Ad-hoc WGとして新規提案の内容が説明された。プレゼ

ンテーションの後，活発な質疑が行われた。質疑の内容につ

2．SC6各WG審議内容の概要

1．はじめに

IISSOO／／TTCC114466／／SSCC66（（大大気気のの質質／／室室内内空空気気））
ソソウウルル会会議議

舟木理香

表1 ソウル会議スケジュール

10/26 B�

10/27 C�

10/28 D�

10/29 E

WG2、WG3、WG11、WG12、Ad-hoc WG�

WG10�

WG14�

WG15、SC6 Plenary

写真　会議会場ホテルの入口
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いては以下のとおり。この議論をふまえ，コンビナがQ&A

を作成し，SC6セクレタリーから各国に回付すべきという提

案を受けた。

Q1：柔軟性はどうか？

A1：将来開発されるセンサー技術にも柔軟に対応していく

予定である。

Q2：国家規格などすでにあるのか？

A2：JISもISOもない。

Q3：検出器はブラックボックスである。これをどう評価し

ていくのか？

A3：検出器の特徴は，主に検出原理の影響を受けるため，そ

のメカニズムをどうするか検討が必要と考えている。試

験データに基づいて，合理的な試験ガス濃度と標準ガ

スを定義する予定である。

Q4：最低要求値を決めるべきである。

A4：まずはVOCモニターの試験法について提案していきた

い。最低要求値については次のステージで検討する。

Q5：スクリーニングに使うのか？フィールドに使うのか？

対象は材料か？

A5：スクリーニングのためのものである。

Q6：干渉要因をどう扱うのか？

A6：干渉ガスだけでなく，温度，湿度等環境因子について

も試験項目を設ける予定である。

Q7：TVOCセンサーの場合，Tenaxを用いた分析結果とどう

リンクするのか。

A7：TVOCの定義として，16000-6の定義を引用している。テ

ストガスで校正することで，妥当性が示せると考えて

いる。

Q8：校正用に必ず31成分の混合ガスを用いなければならな

いのか？

A8：用いる必要はない。試験ガスの妥当性検証のために使

うだけである。

会議後の12月上旬にNWIP投票結果が開示され，オースト

リア，カナダ，ドイツ，日本，UKがエキスパートとして登

録することが決まり，WDとして検討していくこととなった。

今後はWG16として活動していくこととなる。

（4）TC146/SC6/WG2"Determination of formaldehyde in indoor air"

（室内空気中のホルムアルデヒド測定法）

コンビナはドイツのDr. Michael Ball（SC6 Chairman）。

ISO 16000-4に関して，CD投票の結果が届いており，フラ

ンスから寄せられたコメントに関して，コメント通り修正す

ることとなり，修正版を1ヶ月以内に各国エキスパートに回

付し，クリティカルな指摘がなければ3ヶ月間のDIS投票に

移行することが同意された。

ISO 16000-3に関しては，今年3月2日にDIS投票が終了す

る。投票結果を待つことで同意された。

（5）TC146/SC6/WG12 "Semi-VOCs in building products" 

（建材からのSVOCs）

コンビナは田辺新一早稲田大学教授。

ISO 16000-25の投票状況が確認された。ISO/CS （中央事

務局）からの指摘に基づいた修正版を09年5月上旬に提出し

ており，会議当日の10月26日にDIS投票が終了することとな

っていた。WGでは，DIS投票に際してドイツから寄せられ

たコメントを基に審議を行った。その他の国から寄せられた

コメントも加味した修正版を今年1月中に各国に回付し，2ヶ

月間で確認することとなった。さらにこの期間後，クリティ

カルな指摘がなければFDIS投票に移行することが同意され

た。

（6）TC146/SC6/WG10 "Fungi"（カビ胞子類）

コンビナはドイツのDr. Regine Szewzyk。

ISO 16000-18に関して，DIS投票に際してオーストリア，

ドイツ，UKから寄せられたコメントを基に議論を行った結

果，コンビナが議論の結果を踏まえて本文を修正し，各国の

エキスパートに修正版を送付することとなった。修正提案が

あれば，その後1ヶ月以内に日本としてのコメントを送付す

る必要がある。

ISO 16000-19に関して，現在CD投票中で，現時点までに

寄せられているコメントを基にコンビナが本文を修正し，各

写真2 会議風景
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国のエキスパートに修正版を送付することとなった。

その他，NWIP16000-20，21，22について準備中であり，

特に"sampling from building materials"に関する内容につい

て概要が説明され，フリーディスカッションが行われた。建

材の養生条件（含水率，養分としての汚れ等）に対する配慮

が必要であるなどの指摘があったが，NWIPとしての妥当性，

必要性に対し同意が得られた。また，08年に制定された

16000-17について，ISO/CSより誤記の指摘があり，修正文

書が配布され，内容について周知された。

（7）TC146/SC6/WG14 "Sensory testing"（知覚空気質に関

する試験法）

コンビナはフィンランドのDr. Kristina Saarela。

ISO 16000-28に関して，ドイツとベルギーからのコメント

に基づき修正版を作成することとなり，コンビナがWD16000-

28の要約をまとめることとなった。また，これらの修正版を

各国に回付し，1ヶ月間の確認期間を設けることとなった。ク

リティカルな指摘がなければ2ヶ月間のCD投票を行い，その

後，3ヶ月間のDIS投票に移行することが同意された。

においの閾値に関する新規提案として，ISO 16000-28，

16000-1，16000-5をふまえた内容の規格を新たに提出する予

定であることが報告された。

また，WG審議終了後，技術報告が行われた。ドイツでの

試験方法と研究内容について具体的な説明を受け，活発な質

疑応答もあり，大変意義深い時間となった。

（8）TC146/SC6/WG15 "Sampling strategy for CO２"

（CO２のサンプリング通則）

コンビナはドイツのDr. Michael Weinsingの代理で

ChairmanのDr. Michael Ball。

ISO 16000-26に関してCD投票中であることが確認された。

なお，SC6で審議した他の物質に関するサンプリング計画の

規格（16000-1，-2，-5，-12，-15）に沿った内容とすることが

確認された。CD投票終了後に4週間の修正期間を設けて各国

からコメントを募り，クリティカルなコメントがなければ3

ヶ月間のDIS投票に移行するためにISO/CSに送付することな

った。

また，一酸化炭素（CO）は健康影響に対して非常に重大な

物質であることが確認されたが，16000-26の内容（CO２に関

するサンプリング計画）にはそぐわないため，別途新規提案

として検討することとなった。

ChairmanはドイツのDr. Michael Ball，Secretaryはドイツの

Dr. Heinz Ballmacher。会議最終日の最後に開催された。

SC6に関して一年の動きをまとめたSecretariat Reportについ

て報告が行われ，承認された。

ソウル会議で開催された各WGに関して，コンビナより審

議結果が報告され，承認された。

また，WG14はISO/TC159/SC5と協調はせず，TC159/SC5

での新規提案である室内におけるにおい試験に関する審議を

尊重することが承認された。

その他のWGについて，WG4は本会議の前の週にアメリカ

にて別途開催されており，進捗状況報告を待っている段階で

あることが報告された。WG7はISO 16000-15が制定された

ことを受けて，またWG9はISO 16000-13とISO 16000-14が制定

されたことを受けて解散したことが報告され，コンビナと

WGメンバーの努力が讃えられた。WG13はTC22とのJoint

WGであるが，12月2～4日にパリにおいて開催されることが

報告された。併せて，新規提案が3件検討されていることが

報告された。

さらに，TC146/SC6は，ISO 16000-9～11に関わる調査を

行っているCEN/TC351/WG2と協力体制をとり，試験チャ

ンバーを用いた建材からの放散に関する調査内容について最

新の報告書を入手できるようにCEN/TC351に依頼すること

が確認された。

SC6における今後の新規提案内容として，WG10でカビに

関する建材からのサンプリングについて検討される予定であ

ることが報告された。その他，今後検討が必要な対象とし

て，アレルギー物質，COのサンプリング計画，PM2.5及び

PM10，フタル酸エステル類，難燃剤等が挙げられ，関連す

る国家規格等があればSC6事務局まで送付することとなった。

次回SC6会議は来年2010年の秋に，米国にてTC146会議と

同時に開催される予定とのことであった。

日本から提案中のホルム吸着性能試験法及びVOC吸着性能

試験法はFDIS投票が終了し，12月に制定された。SVOC測定

は10月26日にDIS投票が終わり，修正版がFDIS投票に移行す

る予定である。VOCセンサー試験法についてはNWIP投票が

終了し可決されるなど，日本提案の規格が次々に審議されて

いる。一方，TC146/SC6において検討された規格は，国内で

4. おわりに

3．TC146/SC6（室内空気）会議概要
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もシックハウス対策のための関連JISとして多くが反映されて

おり，WGレベルでの修正やJISとの調整を測ること，国際的

動向を把握することは非常に重要である。ISOを元に制定さ

れた関連JISについて5年後の改正見直し時期が近づいており，

ISOの改正に関する最新情報を得るとともに，国内の事情に

あわせた意見を反映させる必要がある。

ISO/TC146/SC6国際会議は毎年秋に開催されている。

TC146全体会議は2年に一度開催されており，一昨年のベル

リン会議はSC6の他，SC1～SC5も同時開催されたが，昨年

はSC6のみの開催であり，参加者も各会議14人前後の見知っ

た顔ばかりでアットホームな会議であった。昼食や夕食を共

にする回数も多く，審議も非常にスムーズで，かつ和やかに

進行しており，毎年会議に参加して直接コミニュケーション

を取りあうことは非常に重要であると感じた。

＊執筆者

舟木理香（ふなき・りか）
7建材試験センター性能評価本部

性能評定課　博士（工学）

【参考文献】

1）舟木理香, 国際会議報告－ISO/TC146/SC6（室内空気/屋内空気）
ベルリン会議参加報告, 建材試験情報2009.1 VOL.45

【TC146/SC6での審議規格タイトル一覧】
16000-1：General aspects of sampling strategy
16000-2：Sampling strategy for formaldehyde
16000-3：Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds

- Active sampling method
16000-4：Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method
16000-5：Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs)
16000-6：Determination of volatile organic compounds in indoor and test

chamber air by active sampling on Tenax TA(r) sorbent, ther-
mal desorption and gas-chromatography using MS/FID

16000-7：Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre
concentrations

16000-8：Determination of local mean ages of air in buildings for charac-
terizing ventilation conditions

16000-9：Determination of the emission of volatile organic compounds
from building products and furnishing - Emission test chamber
method

16000-10：Determination of the emission of volatile organic compounds
from building products and furnishing - Emission test cell
method

16000-11：Determination of the emission of volatile organic compounds
from building products and furnishing - Sampling, storage of
samples and preparation of test specimens

16000-12：Sampling strategy for polychlorinated biphenyls (PCBs), poly-
chlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated diben-
zo-furans (PCDFs) and polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) 

16000-13：Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated
dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated dibenzo-p-
dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) - Collection on sor-
bent-backed filters

16000-14：Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated
dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated dibenzo-p-
dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) - Extraction, clean-up
and analysis by high-resolution gas chromatography and mass
spectrometry

16000-15：Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2)
16000-16：Detection and enumeration of moulds  - Sampling by filtration
16000-17：Detection and enumeration of moulds  - Culture based method
16000-18：Detection and enumeration of moulds  - Sampling by impaction 
16000-19：Sampling strategy for moulds 
16000-20：Detection and enumeration of moulds  - Determination of total

spore count
16000-21：Detection and enumeration of moulds  - Sampling from materi-

als 
16000-22：Detection and enumeration of moulds  - Molecular methods 
16000-23：Performance test for evaluating the reduction of formaldehyde

concentrations by sorptive building materials
16000-24：Performance test for evaluating the reduction of volatile organic

compounds and carbonyl compounds without formaldehyde
concentrations by sorptive building materials

16000-26：Sampling strategy for CO2
16000-27：Standard method for the quantitative analysis of asbestos fibres

in settled dust 
16000-28：Sensory testing from building materials and products
16017-1：Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent

tube/ thermal desorp-tion/capillary gas chromatography - Part
1: Pumped sampling

16017-2：Diffusive sampling
12219-1：Whole vehicle test chamber - Specification and method for the

determination of volatile organic compounds in car interiors 
12219-2：Determination of the emissions of VOCs from car trim compo-

nents - Bag method(screening method)
12219-3：Determination of the emissions of VOCs from car trim compo-

nents - Microchamber method
12219-4：Determination of the emissions of VOCs from car trim compo-

nents - Small chamber method
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１．はじめに

2009年10月5，6日に，ISO（国際標準化機構）の中央事

務局において第32回ISO/TAG8会議が開催された。前回

（第31回：2008年3月）から１年半ぶりの開催である。

TAGとは，ISOの上層委員会であるTMB（技術管理評議

会）から諮問を受けてアドバイスを行う，専門諮問グルー

プ（Technical Advisory Group）であり，TAG8はそのうち

の建築分野を担っている。今回，日本からは菅原進一日本

代表（東京理科大学教授）の代理として，小西敏正TAG8

国内委員会副委員長（宇都宮大学名誉教授）と筆者が参加

した。TAG8では，近年はサステナビリティや省エネルギ

ーといったテーマまで広く扱っており，今回の会議でも建

築物における省エネルギーに関わるTCの調整等が議題とさ

れた。また，欧州が戦略的に進めている標準開発について

の情報提供など，広範な論議が行われた。以下に，会議概

要の報告とTMBへの勧告を紹介する。

2．開催の概要

○開 催 日 2009年10月5，6日

○開催場所 ISO中央事務局（スイス・ジュネーブ）

○主な議題

（1）エネルギー効率に対する建設分野の貢献

（2）前回会議の確認（ユーロコード関連事項）

（3）メンバーシップの検討

（4）ISO中央事務局からの情報

（5）建設分野の委員会の実績

（6）ウィーン協定について

（7）道路安全に関する標準化

（8）その他の事項

①CENの建設分野の進展

②建築物製品指令（89/106/CEE）の修正提案の状況

③最近の建築物に関する省エネルギー対策

④BIM（建築情報モデリング）について

○参加者 下表のとおり

3．会議内容

議長のBreedveld氏が会合の開始を宣言し，参加者の出

席に対して謝意を表した。なお，Breedveld議長は2009年

1月の投票を経て指名された新議長である。

（1）エネルギー効率に対する建設分野の貢献

建築物のエネルギー効率に関する共通の見解を作成する

ようにとのTAG8への要請（TMB決議5/2009）に繋がる問

題点として，次の論議が行われた。なお，この会議には，

関連TCであるTC163（建築環境に於ける熱的性能とエネル

ギー使用），TC205（建築環境設計），TC59（ビルディング

コンストラクション）のそれぞれの議長と事務局も招聘さ

れていた（TC59の両者はインターネット参加，TC205は欠

席）。

TC163とTC205との間に設けられたジョイントWG

（TC163/WG4）について，Bagge氏より2009年6月8日に

会議・参加者

Mr. Dirk Breedveld （オランダ・NEN）�

Ms. Anna Caterina Rossi （ISO中央事務局）�

Mr. Michael Clapham （カナダ・SCC）�

Mr. Detlef Desler （ドイツ・DIN）�

Mr. Alan J Hall （イギリス・BSI）�

Mr. Toshimasa Konishi （日本・JISC）�

Mr. Jacob Mehus （ノルウェー・SN）�

Mr. John Moore （CEN）�

Mr. Egil Ofverholm （TC163議長）�

Ms. Karin Bagge （TC163事務局）�

Mr. Herman W.Schipper （TMBメンバー、オランダ・NEN）�

Ms. Ikuko Miyazawa （日本・建材試験センター）�

Mr. Bakens （CIB）�

Mr. Cortinas Temes （キューバ・NC）�

Mr. Crawford （カナダ・SCC）�

Mr. Hallquist （TC59議長）�

Mr. Hjelseth （TC59事務局）�

Mr. Ramirez （コロンビア・ICONTEC）�

Mr. Yilmaz （SCCのオブザーバー）�

議 　 長 �

事 務 局  �

委 　 員  �

オ ブ ザー�
バ ー �

インター�
ネ ッ ト �
による参加�

第第3322回回　　IISSOO//TTAAGG88（（建建築築））国国際際会会議議

宮沢郁子

国際会議報告（2）
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開催した第1回JWGの進展が報告され，Ofverholm氏は，こ

のWG及び関係する各TCの運営状況に関する更なる論議

は，標準化作業から専門家の注意をそらす可能性があると

述べた。また，Hallquist氏は，このJWGと効果的なリエゾ

ンを確立することは重要であるとISO/TC59が判断したこ

とを報告した。

JWGの設立は一時的な解決策と考えられることを指摘し

た。また，ノルウェー・SNから出されたTC163とTC205と

の再編成提案に関して詳細な検討をする前に，このJWGに

作業時間を与えるべきであるという点が共通意見であっ

た。討論の後，勧告1/2009が提案された。

（2）前回会議の確認（ユーロコード関連事項）

議長より，第31回会合において採択された勧告のフォロ

ーアップについてコメントされた後，Hall氏及びMoore氏

から，ユーロコードに関する欧州以外の数ヵ国における欧

州委員会のプロモーション活動に関する情報が提供され

た。CEN/TC250（Structural Eurocodes）は，2009年11月

末までに欧州以外の国の追加の件に関して報告する予定で

ある。

参加者は，構造関係のユーロコードに関するISOレベル

での採択の可能性について，照会を回付するとの要請を

TMBに再度検討するよう求めることを表明した。ユーロコ

ードの概念は既に簡略設計に関して国際レベルで認められ

ているがこれを拡張すべきであり，既に固定された値

（boxed values）のあるISO 15673（ISO/TC71コンクリート，

鉄筋コンクリート，及びプレストレストコンクリートによ

り詳細検討済み）はその一例である。推奨値は，国により

定められるパラメーターに変更することができる。以上の

討論の後，勧告2/2009が提案された。

（3）メンバーシップの検討

TAG8のメンバーリストについて検討された。ANSIは

Bukowski氏の後任のメンバーを提案しているが，まだ

TMBによる任命はなされていない。

この会合にオブザーバーを招待あるいは受け入れること

により，より多くのメンバーに参加してもらうよう試みる

ことで合意した。

（4）ISO中央事務局からの情報

事務局より，関連TCの動向等が紹介された。また，

Schipper氏が2008年6月に開催された議長会議に関する報告

を行った。規格開発を行っている各TCの議長の経験・情報

の交換が目的であったとのことである。

（5）建築部門の委員会の実績

規格化の状況やアクティブでない組織などについて論議

され，建設分野に関するISO規格の割合は，当分野の各国

経済における重要性と比較すると極めて小さいことが再認

識された。標準化に関する新しいトピックを探索する必要

がある。

Clapham氏と小西教授は，既存建築物の解体及び材料/

構成部材のリサイクルに関連するカナダと日本における活

動について報告した。

また，次回のTAG8会合において，可能性のある新規開

発事項に関し共同ワークショップを組織化することが提案

された。討論の後，勧告3/2009が提案された。

（6）ウィーン協定について

ウィーン協定下にある規格の状況を確認した。CEN主導

よりもISO主導の規格数の方が多い状況である。

（7）道路安全に関する標準化

CENの規格化動向が紹介された。なお，当面の間更なる

活動は考えられていないとのことである。

（8）その他の事項

① CENの建設分野の進展

Moore氏によってCENの建設分野の動向が紹介され，特

に以下の点に関して論議された。ここでは，欧州の精力的

な活動が広く紹介された。

・建設分野内での連絡を改善する必要性，及び分野内の

ニーズを明らかにし確定すること

・相互互換性及び建築情報管理

・CSN会議（CEN construction Sector Network）に関す

る文書報告

・建設の先導的市場イニシアチブ，とくにサステナビリ

ティ，BT WG 206戦略検討委員会

・標準化を実現する可能性のある機会を認識すること。

それらは非常に多くの場合，委員会資金による援護で

ある

・ユーロコードは準備が整っている

・現在では，今後の方向は耐久性，危険物質

・製品類の標準化は終了し，現在はライフサイクル問題
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及びライフサイクルにおける建築情報のモデル化を検

討中

・建設におけるサステナビリティを効果的にするには，

その重要性から考えるとさらに努力が必要

②建築物製品指令・CPD（89/106/CEE）の修正提案の状況

Moore氏から，CPDの改訂，及びCPDを「規則」に変換

する点に関して，作業はまだ進行中であるとの報告があっ

た。これは，2012年に発効の予定である。主な変更点の１

つは，7番目の基本作業要件「サステナビリティ」の追加

であるとのこと。

③最近の建築物に関する省エネルギー対策

小西教授より，住宅・建築における最近の日本での省エ

ネルギー対策状況を紹介した。Hall氏及びClapham氏は，

英国とカナダにおける対策に関する情報を提供した。その

後，蛍光灯の回収及びリサイクル状況がどう行われている

かとの論議があった。また，日本におけるLEDや家庭用燃

料電池の普及等について紹介した。

この他に，2009年12月7日のワシントンにおける，

Building Smart Alliance US及びBuilding Green Councilの予

告がなされた。

また，エネルギー効率及び再生可能エネルギー源の国際

用語に関するISO/IEC共同プロジェクト委員会（JPC 2）の

設立が注目された。

④ BIM（建築情報モデリング）について

Mehus氏がBIMおよびbuildingSMARTの紹介を行った。

また，Schipper氏は，ISO規格及びCPSG（Commercial

Policies Steering Group：商業政策運営グループ）に関する

テンプレートの改訂におけるBIMのニーズを考慮するよう

提案し，モデルの潜在的な実施について知っておいてもら

うため，ITSIG（the Information Technology Strategy

Implementation Group：情報技術戦略実施グループ）との

連絡を確立することを提案した。討論の後，勧告4/2009が

提案された。

会議の終わりに当たり，実際に顔を合わせる会合の頻度

は年1回を維持するとした。また，この間の作業と相談に

ついては，例えばLivelinkフォーラム及び電話会議などの

IT手段を用いて増やす必要があるとした。次回の会合は，

2010年10月4日と5日，スイスのジュネーブで開催の予定で

ある。

議長は，参加されたメンバーの貢献，とくに音声上大き

な問題があったにもかかわらずウェブを経由して参加され

たメンバーに対してその協力に感謝の意を表し，閉会した。

4．おわりに

TAG8はエネルギーやサスティナブルなど扱う範囲も広

がっており，活動が休止しているTAGも多い中，開催頻度

を上げることが決定されるなど活発化している。

また，建築に関連した様々な課題を諮問するためにも現

在の欧州中心の参加だけでなく，広く各地域から参加を募

ることを目指しており，さらに欧州以外での開催について

も言及されていた。

国際的なマーケット拡大の中でも，欧州の活発な動き

（欧州指令の動向，欧州委員会によるユーロコードのアジ

アやアフリカ各国へのプロモーションなど）とこれに対す

るISOの関係については注視していくべきと思われ，引き

続き情報収集を行っていく必要がある。当センターでは引

き続きTAG8からの情報を収集し，対策を支援する予定で

ある。

次ページに第32回ISO／TAG8会議によるTMBへの勧告

を記す。

会議風景

＊執筆者

宮沢郁子（みやざわ・いくこ）
7建材試験センター　経営企画部

企画課　係長
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＜第32回 ISO／TAG8会議によるTMBへの勧告＞

TAG 8は，

－TMB決議2/2009，

－ISO/TC 163とISO/TC 205の間のJWG「ホリスティ

ックアプローチを用いた建築物のエネルギー性能」

の設立，

－JWG活動に関する報告における進展，

－ISO/TC 163に対し，管理上の責任を有する事務局

の任命，

－建築物のエネルギー効率分野に関するISO専門組織

の再編成に関するSNからの提案，

に注目して，次回のTAG 8会合において，JWGがその作

業プログラムの詳細を提出するよう要請し，

JWGの活動及び作業プログラムの進展をモニターする

ことを約束する。

TC 163とTC 205は，SNからの提案に意見を提出する義

務を負う。

TAG 8は，次回の会合において前向きの勧告を行うこと

を目指して，再編成の提案を検討する。

TAG 8は，

－ISO/TC 71が採用した手法に従うよう促すTMB決

議20/2009，

－ISO 15673の手法はユーロコードが採用した手法と

一致していること，

－欧州以外の数ヵ国は，ユーロコードに関する情報

及び指導を提供するよう欧州委員会に要請してい

ること，

に注目して，ユーロコードを基礎としての構造設計に

関する規格システム一式の開発に関心があるかどうか

問い合わせを行うため，勧告10/2008のように，ISO加

盟国に照会するため，TMBに提案を再考するよう要求

し，

この議題を検討する際に，TMB会合にTAG 8議長を招

くべきであることを提案する。

Mr. Mooreはこの要請を支持する詳細な分析を提供す

る。

TAG 8は，国際規格の新しいトピックに対するニーズを

評価し，既存の規格相互の間のギャップを埋めるため，

建設分野の専門組織に対して調査を実施するよう勧告

する。

Mr. BreedveldとMs. Rossiは，2010年10月までに各TC議

長に提出するアンケートを作成する。TAG 8のメンバー

は，自国及び各自の機関の利害関係者にもこのアンケ

ートを提出するよう求められる。

このフィードバック情報は，次回のTAG 8会合で検討さ

れる。この会合では，関心を持つ利害関係者が参加す

るワークショップを組織化する可能性もまた検討され

る。

TAG 8は，

－ISO/TC 59/SC 13「建築生産における情報の統合化」

の下での活動，

－ISO規格に基づく建築情報モデリングの可能な実行

方法，

－建設分野における相互運用可能性に関する強いニ

ーズ，

に注目して，以下を勧告する。

－TMBは，建設分野及びISO加盟国の利害関係者に対

して，ISO/TC 59/SC13の下での綿密な仕上げ作業

に参加することの重要性を強調すること。

－buildingSMARTに準拠したソフトウェアに統合さ

せることが可能な規格開発に関して，ISOのテンプ

レートに適合させる必要性について，ITSIG及び

CPSGに対して通知すること。

4/2009─建築情報モデル

3/2009─建築物に関する国際規格の将来的展望

2/2009─構造物の設計に関する国際標準化

1/2009─建築物のエネルギー効率
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１．はじめに

建築材料をはじめとして，一般工業材料は熱，光及び

水などの負荷によって様々な劣化を受けます。その中で，

色の変化及び光沢度の低下は景観上大きな支障となりま

す。このため，光学的に色及び光沢度の変化を数値とし

て定量化し，劣化の度合いを測ることが必要となります。

この際に，これらの数値が人間の目の感覚と対応してい

なければなりません。本稿で紹介する測色及び光沢度計

は以上の目的の為に開発され，日本工業規格に規定され

ているものです。

色及び光沢は，人間の目で見ても観察できますが，数

値化出来ない為，客観性がありません。

測色計及び光沢度計は，色と光沢を数値化する事がで

きる為，製品の品質管理には無くてはならない装置です。

中央試験所材料グループでは，この度，スガ試験機1

製の測色計及び光沢度計を新規に購入しました。これら

の装置の操作と操作と記録はパソコンで行っており，迅

速なデータ解析が可能となります。

2. 色差計

測色計は，物体の色を測定する装置で，JIS Z 8722（色

の測定方法－反射及び透過物体色）に規定される能力を有

しています。色差計の外観を写真1及び写真2に，主な仕

様を表1及び表2に示します。また，主な材料規格を表3に

示します。

この装置が測定出来る材料は，透明及び不透明なもの

です。測定方法は反射型（不透明な試料）及び透過型測定

（透明な試料）ができます。サイズは20b角程度（透過型

表1 色差計（三刺激値直読式）

SM－T45�

45°照明・0°受光�

JIS Z 8722条件aに準拠�

0°照明・0°受光�

JIS Z 8722条件eに準拠�

C光2度視野、D65光10度視野�

三刺激直読式�

反射測定：φ50，φ30，φ12�

透過測定：φ12�

反射測定，透過測定�

ハロゲンランプ12V50W�

防熱フィルター及びランプハウス強制空冷�

シリコンフォトダイオードとフィルターの組み合わせ�

RS232C装備�

約幅30×奥行き23×高さ54（cm）�

4枚1組（白・青・緑・赤）付属�

機種型式�

標準板�

光学�
条件�

反射�

透過�

光学部�

測色条件�

測光方式�

測定孔径�

（mm）�

測定方法�

光源�

光源冷却�

受光器�

インターフェイス�

外形寸法�

表2 色差計（TMダブルビーム測光方式：三刺激値直読式）

SM－T�

8°照明・拡散光受光（8/d・8/D切替可）�

JIS Z 8722条件ｄに準拠�

０°照明・拡散光受光�

JIS Z 8722条件ｆに準拠�

C光2度視野、D 65 光10度視野�

TMダブルビーム測光方式�

三刺激直読式�

反射測定：φ30，φ15，φ5�

透過測定：φ30�

反射測定，透過測定�

ハロゲンランプ12V50W�

防熱フィルター及びランプハウス強制空冷�

シリコンフォトダイオードとフィルターの組み合わせ�

φ150mm�

RS232C装備�

約幅42.5×奥行き27.5×高さ23（cm）�

4枚1組（白・青・緑・赤）付属�

機種型式�

標準板�

光学�
条件�

反射�

透過�

光学部�

測色条件�

測光方式�

�

測定孔径（mm）�
�

測定方法�

光源�

光源冷却�

受光器�

積分球�

インターフェイス�

外形寸法�

表3 色差に関する主な材料規格

規　格�

JIS A 5422�

JIS A 5905�

JIS K 5660�

JIS K 6903

規格名称�

窯業系サイディング�

繊維板�

つや有合成樹脂エマルションペイント�

熱硬化性樹脂高圧化粧板�



測定5b角程度）まで対応できます。また，表面に方向性の

ある模様（溝など）がある場合は，方向により測定値が違

う事があります。この場合，色の評価は，模様に対して平

行及び直角方向で測定して，平均するという方法で対応で

きます。

3. 光沢度計

光沢度計は，物体の光沢を測定する装置で，JIS Z 8741

（鏡面光沢度－測定方法）に規定される能力を有しています。

光沢度計の外観を写真3に，主な仕様を表4に示します。ま

た，主な材料規格を表5に示します。

この装置が測定出来る材料は，色差計とほぼ同様なもの

（透明及び不透明，サイズ20b角程度）です。表面に方向性

の模様がある材料の評価も，測色と同様に模様に対して平

行及び直角方向で測定して平均するという方法で対応でき

ます。

また，入射角と受光角の条件を変えることができるため

様々なJIS規格試験に対応できます。

4. おわりに

表3及び表5の材料規格では，色差及び光沢度を促進暴露

の評価に使用していますが，中央試験所では，耐候性試験

装置（カーボンアーク及びキセノン）を所有しており，暴

露後の測色および光沢度を測定し，色差及び光沢度変化率

を算出する事が出来ます。是非一度ご相談ください。

（文責：材料グループ　箕輪英信）
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●試験設備紹介

写真1 色差計

写真2 色差計（TMダブルビーム）

表4 光沢度計

UGV－6P�

20°～85°�

0°～85°（但し入射角＋受光角は30°以上）�

φ45mm（φ8mmオプション）�

平均99回迄，標準偏差機能付�

最大1000データ迄�

ΔGsの標準偏差0.1以内�

（光沢校正標準板を連続10回測定したとき）�

単相100V　約1A�

約幅51×奥行37×高さ36（cm）〔約15kg〕�

機種型式�

入射角�

受光角�
測定角度範囲�

測定孔径（mm）�

統計処理�

データ記憶�

安定性
�

�

電源容量�

外形寸法〔重量〕�

表5 光沢度に関する主な関連規格

規　格�

JIS H 8602�

JIS A 6513�

JIS K 7105�

JIS K 5654

規格名称�

アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合被膜�

金属製格子フェンス及び門扉�

プラスチックの光学的特性試験方法�

アクリル樹脂エナメル�

写真3 光沢度計
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建建材材試試験験セセンンタターーニニュューースス建建材材試試験験セセンンタターーニニュューースス

ニュース・お知らせ

防耐火関連の性能評価については，一昨年の防耐火性能

評価の試験体偽装をふまえ，国土交通省の審議会にて，試

験体管理の厳格化等の報告が取りまとめられたところで

す。この報告を受け，当センターでは試験体製作管理を性

能評価機関の管理下で行う等の試験体管理方法について試

行を続けておりましたが，この度，性能評価本部では防耐

火関係の性能評価について，つぎの日程にて試験体管理の

完全実施を行うことに致しました。

◆試験体管理の完全実施日

・防火材料

平成22年1月15日　試験体管理の受付分より

防耐火性能評価に係る
試験体管理の完全実施について

性能評価本部

認証番号�
認証に係る工場又は事業場の名称�

及び所在地�
規格番号� 規格名称及び認証の区分�認証取得日�

TC0109001�
�
TC0109002�
�
TC0409006�
�
TC0209004�
�
TC0209005�
�
TC0409007�
�
TC0809006�
�
TC0309015�
�
TC0309016�
�
TC0409008�
�
TC0409009

G3532�
�
G3552�
�
A9401    
A9402�
A4706�
�
A5371�
�
A5308�
�
R3209�
�
A5371�
�
A6301�
�
A5905�
�
A5371

鉄線�
�
ひし形金網�
�
再生プラスチック製中央分離帯ブロック�
再生プラスチック製駐車場用車止め�
サッシ�
�
プレキャスト無筋コンクリート製品�
�
レディーミクストコンクリート�
�
複層ガラス�
�
プレキャスト無筋コンクリート製品�
�
吸音材料�
�
繊維板�
�
プレキャスト無筋コンクリート製品�

2009/11/30�
�
2009/11/30�
�
2009/11/30�
�
2009/12/21�
�
2009/12/21�
�
2009/12/11�
�
2009/12/21�
�
2010/1/12�
�
2010/1/12�
�
2010/1/12�
�
2010/1/12

富士金網製造1�
�
富士金網製造1�
�
タイボープロダクツ1�

1平塚アルミ工業　桃生工場�

1 山千�

1スエヒロ産業�

1キヨナガ　宮崎工場�
�
五葉産業1�
�
日東紡績1　千葉工場�
�
ニチハマテックス1　大江工場�

2濃尾ブロック工業　アイケイ揖斐川工場�

�

新JISマーク表示制度に基づく製品認証登録

製品認証本部では，下記企業11件について平成21年11月30日，12月11，21日，平成22年1月12日付で新JISマーク表示制度に

基づく製品を認証しました。

http://www.jtccm.or.jp/jismark/search/input.php

・防火設備，飛び火

平成22年3月 1日　試験体管理の受付分より

・防耐火構造

平成22年4月 1日　試験体管理の受付分より

試験体管理の完全実施に伴い，これまで以上に試験体製

作並びにその管理のための打ち合わせの充実が必要になり

ます。余裕をもってご相談くださいますようお願い致しま

す。また，今回の措置に伴い，申請書の様式の変更・追加，

申請図書類の増加等，申請手続きが従来よりも煩雑になる

ところがあります。申請者の方々にはお手を煩わせること

が増えるかと思いますが，何卒趣旨等ご賢察の上ご協力下

さいますようお願い申し上げます。

詳しくは，下記の担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

◆本件に関する連絡先

性能評価本部　性能評定課　課長　西田一郎

TEL 048－920－3816
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ISO審査本部では，下記企業（3件）の品質マネジメントシステムをISO9001（JIS Q 9001）に基づく審査の結果，適合と認め

平成21年12月11日付で登録しました。これで，累計登録件数は2,148件になりました。

登録番号� 登録日� 適用規格� 有効期限� 登録事業者� 住　所� 登録範囲�

RQ2146�
�
�
�
RQ2147�
�
�
RQ2148※�

2009/12/11�
�
�
�
2009/12/11�
�
�
1999/3/23

2012/12/10�
�
�
�
2012/12/10�
�
�
2011/3/22

奥谷電業1�
�
�
�
アクア1�

1西原衛生工業所�

大阪府堺市堺区神石市之町 7－24�
�
�
�
滋賀県長浜市下之郷町 709�
＜関連事業所＞�
有限会社中原工務店、湖北物産�
東京都港区浜松町 2－8－14�
＜関連事業所＞�
首都圏第1、第2本店、横浜支店、東関
東支店、新潟支店、大阪本店、札幌支店、
東北支店、名古屋支店、九州支店�

制御パーツの販売（“7.3　設計・開発”
を除く）�
制御盤の設計及び製作�
電気工事に係る設計及び施工�
土木構造物の施工（“7.3　設計・開発”
を除く）�
�
給排水衛生設備・空調設備工事に
おける設計・開発、施工、据付�

ISO 9001：2008�
（JIS Q 9001：2008）�
�
�
ISO 9001：2008�
（JIS Q 9001：2008）�
�
ISO 9001：2000�
（JIS Q 9001：2000）�

※他機関からの登録移転のため、登録日・有効期限が他と異なっています。�

ISO 9001 登録事業者

登録事業者（平成21年12月11日付）

OHSAS18001 登録事業者

ISO審査本部では，下記企業（1件）の労働安全衛生マネジメントシステムをOHSAS 18001：2007に基づく審査の結果，適合

と認め平成21年12月26日付で登録しました。これで、累計登録件数は43件になりました。

登録事業者（平成21年12月26日付）

RS0043 2009/12/26 OHSAS 18001：2007 2012/12/25 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字
芋ヶ崎324－2

1岡山建設及びその管理下にある作
業所群における「土木構造物及び建築
物の施工」に係る全ての活動�

登録番号� 登録日� 適用規格� 有効期限� 登録事業者� 住　所� 登録範囲�

1岡山建設�

ISO 14001 登録事業者

ISO審査本部では，下記企業（3件）の環境マネジメントシステムをISO14001（JIS Q 14001）に基づく審査の結果，適合と認め

平成21年12月26日付で登録しました。これで，累計登録件数は603件になりました。

登録事業者（平成21年12月26日付）

RE0601�
�
�
�
RE0602�
�
�
RE0603

2009/12/26�
�
�
�
2009/12/26�
�
�
2009/12/26

ISO 14001：2004／�
JIS Q 14001：2004�
�
�
ISO 14001：2004／�
JIS Q 14001：2004�
�
ISO 14001：2004／�
JIS Q 14001：2004

2012/12/25�
�
�
�
2012/12/25�
�
�
2012/12/25

鹿児島県出水市昭和町27－3�
＜関連事業所＞�
本社、大口支店、熊本支店�
�
東京都葛飾区水元一丁目20－1�
�
�
鹿児島県霧島市横川町下ノ1083

1桑木組及びその管理下にある作
業所群における「土木構造物の施工」
「建築物の設計及び施工」に係る全
ての活動�
東京二十三区清掃一部事務組合　
葛飾清掃工場における「可燃ごみの
中間処理」に係る全ての活動�
1瀬戸口建設及びその管理下にある
作業所群における「土木構造物の施
工」に係る全ての活動�

登録番号� 登録日� 適用規格� 有効期限� 登録事業者� 住　所� 登録範囲�

1桑木組�
�
�
�
東京二十三区清掃一部事務組合�
葛飾清掃工場�
�
1瀬戸口建設�
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先日「脳が目覚める」という副題につられて「折り紙」の本を買いまし

た。昨年，幼稚園から高校までずーっと一緒だった友人が長年勤めてい

たところを辞め，大学の先生に転身したのです。意欲に燃える若い人た

ちを指導するなんて考えただけで足がすくむのにこの年齢で新しいこと

に挑戦することにビックリしました（歳は内緒です）。とても彼女の真似

はできませんがボケないようにしなくては‥‥と，ちょっと焦ったので

す。早速「定期入れ」と「帽子型の箸置」を折ってみました。今「バラの

器」に四苦八苦しています。脳と指先が鍛えられそうで楽しみです。

さて，今号から松藤先生の連載が始まります。いろいろな業界で法律

に違反するなどで，モラルに反するような様々な偽装が起きました。個

人のモラルや順法精神だけでは解決できない企業の倫理観や社風などと

いう問題もあるのかもしれませんが，社会の一員としてあるいは組織の

一員として「なぜこんなことをしているのか」とちょっと振り返って哲

学してみるのもいいのではないでしょうか。 （木南）

ご購読ご希望の方は，上記㈱工文社
までお問い合せ下さい。

地球の気候変動に関する国連の会議（COP15）が昨年12月にデンマ

ークのコペンハーゲンで開催されました。地球温暖化における話題と

しては，不要な温室効果ガス（GHG）の排出量の低減があげられてい

ますが，なかなか具体的な施策が決まらないのが現実のようです。

日本国内の建設業界おいても，温暖化対策としてのGHGの低減へ

の取り組みが要請されております。

住宅産業界における「省エネ」に関する取り組みの一例として，本

号では，「LED光源の特性と住まいの照明計画のポイント」と題して，

コイズミ照明1の松田様よりご寄稿を頂きました。住宅や商業施設の

照明光源としてLEDが起用されるようになった背景や特徴を分かり易

く解説頂いております。LED照明は新しい製品のため，課題や混乱も

あるようですが，新しい製品が確立されるために避けては通れない道

程であるといえましょう。日本人の優秀な技術がこれらの環境分野に

おいても遺憾なく発揮されることに期待したいと思います。

（鈴木（澄））
禁無断転載

八重洲ブックセンター，丸善，ジュンク
堂書店の各店舗でも販売しております。

◆訂正とお詫び
本誌1月号（2010年1月1日発行）において，次の誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。
3頁　目次　新春座談会「住宅の長寿命化」を考える
〈出席者〉（誤）村松秀一（東京大学）．．．→（正）松村秀一（東京大学）．．．
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